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第１回定例会会議録 

 

令 和 ７ 年  ２ 月 ２ ８ 日 （ 金 ） 

開  会  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

○議長（荻原謙一君）   おはようございます。本会議に先立ちまして、小井土哲雄議員が

全国町村議会議長会表彰の栄に浴され、表彰状が届いておりますので、この場にて

伝達いたします。  

 よって、定例会の開会時刻を若干遅らせますが、ご了承を願います。  

 今回の表彰は、町村議会議員として１５年以上在職し、多年にわたり地域の振興、

発展に寄与された功績のあった議員に贈られるものであります。  

○議会事務局長（内堀淳志君）   それでは、小井土議員、前にお進みください。  

（荻原謙一議長  表彰状代読）    

（拍手）    

 小井土議員におかれましては、誠におめでとうございました。それでは、席へお

戻りください。  

 

－－－日程第１  開会宣言－－－    

○議長（荻原謙一君）   これより、令和７年第１回御代田町議会定例会を開会します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側も全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。  

 

－－－諸般の報告－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  

 内堀議会事務局長。  

（議会事務局長  内堀淳志君  登壇）    

○議会事務局長（内堀淳志君）   それでは、書類番号１をお願いいたします。  

 諸般の報告  

 令和７年２月２８日  
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 １．本定例会に別紙配付のとおり町長から議案２９件、報告１件が提出されてい

ます。  

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。  

 ３．本定例会に別紙配付した請願文書表のとおり、請願１件が提出され、受理し

ました。  

 ４．本定例会に説明のため町長ほか関係者に出席を求めました。  

 ５．本定例会における一般質問通告者は、赤田憲子議員ほか７名であります。  

 ６．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。  

 次の２ページから２５ページまで、監査委員の例月現金出納検査報告書及び定期

監査報告書ですので、後ほどご覧ください。  

 ２６ページの閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折に報告しますの

で、この場においては省略いたします。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   以上をもって、諸般の報告を終わります。  

 

－－－日程第２  会期決定－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２  会期決定の件を議題といたします。  

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してありますので、

議会運営委員長より報告を求めます。  

 池田るみ議会運営委員長。  

（議会運営委員長  池田るみ君  登壇）    

○議会運営委員長（池田るみ君）   それでは、報告いたします。  

 ２月２１日午前１０時より、議会運営委員会を開催し、令和７年第１回御代田町

議会定例会に提出の議案、一般質問等について審議日程等を決定しましたので、報

告いたします。  

 本定例会に町長から提出された案件は、議案２９件、報告１件の計３０件であり

ます。一般質問の通告者は８名であります。  

 １２月定例会以後、提出された請願は１件あり、受理しました。  

 これにより、会期は、本日より３月１７日まで１８日間とすることに決定いたし

ました。  
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 次に、審議日程につきましては、書類番号１、２７ページをご覧ください。  

 令和７年第１回御代田町議会定例会会期及び審議予定表  

 第  １日   ２月２８日  金曜日  午前１０時  開会  

                       諸般の報告  

                       会期の決定  

                       会議録署名議員の指名  

                       町長招集の挨拶  

                       議案上程  

                       議案説明  

 第  ２日   ３月  １日  土曜日        議案調査  

 第  ３日   ３月  ２日  日曜日        議案調査  

 第  ４日   ３月  ３日  月曜日        休会  

 第  ５日   ３月  ４日  火曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ６日   ３月  ５日  水曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ７日   ３月  ６日  木曜日        休会  

 第  ８日   ３月  ７日  金曜日  午前１０時  議案に対する質疑  

                       議案の委員会付託  

 第  ９日   ３月  ８日  土曜日        休会  

 第１０日   ３月  ９日  日曜日        休会  

 第１１日   ３月１０日  月曜日  午前１０時  総務福祉文教常任委員会  

 第１２日   ３月１１日  火曜日  午前１０時  総務福祉文教常任委員会  

 第１３日   ３月１２日  水曜日  午前１０時  町民建設経済常任委員会  

 第１４日   ３月１３日  木曜日  午前１０時  町民建設経済常任委員会  

 第１５日   ３月１４日  金曜日  午前１０時  全員協議会  

 ２８ページをお願いいたします。  

 第１６日   ３月１５日  土曜日        休会  

 第１７日   ３月１６日  日曜日        休会  

 第１８日   ３月１７日  月曜日  午前１０時  委員長報告  

                       質疑  

                       討論  
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                       採決  

                       閉会  

 続いて、各常任委員会、全員協議会の会場、時間について報告いたします。  

 ２８ページ、中ほどをご覧ください。  

 常任委員会開催日程  

 総務福祉文教常任委員会  

     ３月１０日  月曜日  午前１０時  委員会室１・２  

     ３月１１日  火曜日  午前１０時  委員会室１・２  

 町民建設経済常任委員会  

     ３月１２日  水曜日  午前１０時  委員会室１・２  

     ３月１３日  木曜日  午前１０時  委員会室１・２  

 全員協議会開催日程  

     ３月１４日  金曜日  午前１０時  委員会室１・２  

 以上で報告を終わります。  

○議長（荻原謙一君）   ただいま議会運営委員長から報告がありましたとおり、本日より

３月１７日までの１８日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。  

 よって、本定例会の会期は、本日より３月１７日までの１８日間と決しました。  

 

－－－日程第３  会議録署名議員の指名－－－  

○議長（荻原謙一君）   日程第３  会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において  

 １３番  内堀喜代志議員  

  １番  山本今朝和議員  

 を指名します。  

 

－－－日程第４  町長招集あいさつ－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第４  町長より議会招集の挨拶を願います。  

 小園町長。  
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（町長  小園拓志君  登壇）    

○町長（小園拓志君）   議員の皆様には、年度末を迎えて何かと忙しい時期にもかかわら

ず、ご出席を賜り、令和７年第１回御代田町議会定例会が開会できますことに心か

ら感謝を申し上げます。  

 本日２月２８日は、２期目の町政を預かりちょうど２年。半分が経過する節目の

日となります。残り２年、一日一日を大切に、町民の皆さんの声を聴き、職員と一

緒にしっかりと考え抜き、誠実に答えを出してまいる所存であります。引き続きの

ご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 今定例会は、いわゆる３月議会でありまして、当初予算案をはじめとして、４月

からの新年度に向けた諸々の取り組みについてご議論いただく場となります。もち

ろん令和７年度１年間のことだけでなく、中長期的視点に立ったご提案を盛ったも

のとなっております。本会議、委員会等、熟議をお願いできればと存じます。  

 具体的に幾つかの取り組みについてお話をしたいと思います。  

 初めに、実に１８年ぶりとなります、役場の組織改革について申し上げます。  

 現在の御代田町役場の組織体制は、平成１９年度に構築されたものです。課の数

で言いますと、町長部局に８課ありまして、ほかに議会事務局、教育委員会事務局

ということで全部で１０課ございます。  

 平成１９年度を振り返りますと、御代田町の人口が１万５ ,０００人に届いた年

ということになります。ご承知のとおり、現在は１万７ ,０００人を見通す状況で

ありまして、単純に２ ,０００人近く人口が増えてきております。  

 加えて、昨今の社会経済状況の変化、価値観の多様化により、政策形成や実際の

実行まで、過去とは比べものにならないくらい丁寧な対応が求められる状況となっ

ております。  

 加えて、気候変動等、新たな課題が顕在化し、これまでの役場では、そもそも業

務として認識されてこなかったような政策分野が多数に上っております。  

 一時的に既存の係で対応してもらっている業務の中には、独立の係で対応すべき

質と量を持ったものもあります。私の就任後６年間は、小幅な係の分離であります

とか、統合でありますとか、そういったことは行ってきたものの、職員の数が十分

に増やせないこともありまして、課の単位での改革は、正直我慢し続けてきたとい

う状況であります。  
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 一方で、令和４年度に職員採用試験の受験資格年齢を大幅に拡大したことをはじ

めとした採用活動の様々な工夫を背景に、よい人材が多く御代田町役場を受験して

くれる状況となってまいりまして、実際に職員の数は増えてきております。  

 ここで各課の動きをさらによいものにしていくため、御代田町の政策全般を見通

し、各課に心を寄せ、伴走していく新たな課が必要であるとの結論に至ったところ

であります。その新たな課を「政策推進課」と命名しました。これまで総務課と企

画財政課で担ってきた、特に私に距離感が近い業務を統合し、役場全体の政策を推

進するエンジンとなる課となります。課長から若手まで、私と近い目線を持ち、各

課で働く仲間を鼓舞し寄り添う、役場の中枢的役割となります。  

 既存の業務に関して言いますと、現在、総務課庶務係が担っている私の秘書機能

と、企画財政課地域振興係が担っているふるさと納税業務、また企画財政課企画係

がこれまでも担ってきた新規政策のインキュベーション機能──インキュベーショ

ンは卵をふ化させるという意味でありますね。その機能を統合します。  

 これらに加えて、全国のほとんどの町村役場では、あまり本格的には機能してい

ない広聴業務を新たに始めてまいります。広聴とは広く聴くと書きますけれども、

町民の声をしっかり聴くことを部署として明確に位置づけてまいります。  

 私自身、町長となる前から新聞記者として培った聴く力を大事とし、できるだけ

役場の外に出て多くの町民の皆様の声を聴くように努めてまいりましたけれども、

人間の行動には自分でも気づかないバイアスが存在しております。自然に行動して

いるだけでは拾いきれない声も数多くあるものと考えております。そういった声を

漏れなく聴き、政策に反映させていくことが重要です。  

 都道府県庁や大きな都市の市役所では、広報と広聴をセットで運用するケースが

多いものと思いますが、御代田町役場のような小さな組織では、広報に広聴機能を

とどめておくことよりも、日常的に私自身がその声に触れるようにしていったほう

が、より効果的であると考えております。  

 毎月テーマに沿った意見聴取をしたり、地域に出かけていき懇談会を開いていく

など、町政と町民のこれまでにない近い距離感を目指して、新たな政策推進課を盛

り上げてまいりたいと思います。  

 また、こちらも大きな変化となりますが、町民課に「こども家庭センター」を新

設してまいります。センター長、統括支援員及び保健師、社会福祉士などの専門職
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を配置し、児童虐待並びに母子保健のハイリスク事案などの業務を集約いたします。  

 現在、同じ町民課にこども係、保健福祉課に子育て世代包括支援センターがあり、

また、教育委員会の学校教育係も子どもに密接に関連した業務を受け持っておりま

す。  

 政府にこども家庭庁ができたことから、役場側にそのカウンターパートが必要と

いうことが直接の動機ではありますけれども、そう遠くない将来、子どもの政策を

総合的に進めていく部署が必要になるかもしれません。まずは新たなセンターをつ

くることを優先しましたが、今後は、組織の有機的な結びつきを強め、各課の業務

の再編等も進めていく視野を持って船出としたいと思います。  

 また、建設水道課には新たに「維持管理係」を設けます。建設水道課のうち建設

分野には、建設係と都市計画係がありますが、現在、道路の改良工事の増加に伴う

積算作業や現場管理業務などに多忙でありまして、道路・公園・住宅等の施設管理

業務は、一生懸命やってはいるんですけれども、どちらかというと後回しになる傾

向がどうしても出てきてしまいます。  

 そういった状況に加え、シルバー人材センターの人材不足も手伝いまして、夏場

のかりん道路の植栽が荒れがちになるなど、維持管理に関する多くの声が寄せられ

るようになり、独立した係が不可欠と考えるようになりました。  

 新たな係が、道路や公園・住宅のメンテナンスの頭脳となり、シルバー人材セン

ターや障害者就労施設、一般事業者等と連携し、美しい御代田町を取り戻すべく動

いていく所存であります。  

 このほか、総務課庶務係を「行政係」と「職員係」に分離し、町内に１９ある区

への迅速で丁寧な対応や、職員に対しても丁寧なケアができるよう、外に内に役に

立つ組織を構築してまいります。  

 また、現在、企画財政課にある地域振興係を、商工観光係がある産業経済課に移

し、両係の連携を強めながら、現在、ふるさと納税業務に圧迫されがちな移住政策

やフォトフェスティバル業務に集中して取り組んでもらう狙いであります。先ほど

申しましたが、企画振興係からはふるさと納税業務は政策推進課のほうに出します

ので、移住政策やフォトフェスティバルのほうに集中できるというわけであります。  

 組織改革については、これで正解というものはないものと考えております。新た

な組織がスタートする中で、不具合が起きてくることも十分にあり得ると思います。
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手直しもいとわずに、強くしなやかな組織を構築してまいりたいと思いますので、

ご理解とご協力をお願いいたします。  

 続いて、町内企業に対する支援制度の充実について申し上げます。  

 当町では、これまで企業支援として、御代田町商工業振興条例及び工業振興条例

に基づき、町内企業が実施した設備投資に対し、新たに課税されることになる固定

資産税に相当する額の全額又は一部について、３年間にわたり補助金を交付してま

いりました。  

 具体的に割合を申しますと、１年目が１００％、全額でありまして、２年目が

７０％、３年目が５０％と逓減していく仕組みであります。  

 現制度の問題点として、企業が補助金を受けられるのは、固定資産税を納付した

翌年となることが挙げられます。長期にわたる低金利時代が終わりを告げ、１年間、

町に資金を預けておくことで余計な金利が発生してしまいます。どうせお返しする

お金であれば、最初から頂かないのが一番ということでありまして、翌年の補助金

交付ではなく、その年の固定資産税を免税する仕組みに切り替えてまいります。  

 また、補助金制度では補助率は逓減しておりましたけれども、新たな制度では

３年間とも１００％の免税としてまいります。  

 本年１月以降に企業が実施した設備投資が対象となります。つまり既に対象とな

っております。企業の設備投資を応援し、より稼げる会社としていただき、経済成

長の果実を再び町への税収につなげていくことが重要と考えております。  

 続きまして、令和７年度予算編成について申し上げます。  

 新年度予算の編成に当たり、基本方針として、第５次長期振興計画（後期基本計

画）の最終年度となる令和７年度は、「『歴史と伝統を守り真の自立を目指す文

化・高原公園都市御代田』を目指したまちづくりを着実に推進する」と定め、既存

事業はもちろんのこと、私の公約に基づく事業の充実や必要に応じた見直しが望ま

れている現状から、町民の生活を支援できる柔軟な予算措置ができるよう予算編成

に取り組んでまいりました。  

 予算編成説明会では、これら予算編成方針のほか、私から職員に対し、３つの課

題について話をしております。  

 一つ目として、「猛暑に立ち向かう対策を考える」であります。  

 一昨年、昨年の夏は本当に暑かったですね。この２年間の猛暑は異常気象と捉え
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るのではなく、地球温暖化、または地球沸騰化の入り口と考えるのが正当であろう

と思います。今後、各課を横断したプロジェクトチームをつくり、猛暑に立ち向か

う知恵を出し合い、全国に先駆けた、全国に役に立つ政策づくりに努めていきたい

と申しました。  

 二つ目は、「地域おこし協力隊の活用」であります。  

 地域おこし協力隊の制度では、隊員の人件費や活動費について特別交付税で、上

限はありますけれども、原則全額措置されるため、国のお金をうまく使いながら町

の事業を前に進められることから、各課に検討するように指示をしたところであり

ます。  

 ３点目については、県庁が長年推進している「元気づくり支援金の活用」につい

てです。  

 来年度から複数市町村にまたがるものや、最大３年の支援金終了後も継続性が認

められるものといった採択条件が加わり、採択は厳しくなるものでありますけれど

も、ソフト事業も幅広く対象となる使い勝手がよい補助金でありまして、また、補

助率もかなり高いところから活用を促したものであります。  

 令和７年度当初予算では、国や県が用意する補助金・交付金や有利な起債を活用

する中で、中学校体育館へのエアコン設置やトイレトレーラーの導入などの猛暑対

策、防災対策等、近年の大きな課題に即応する施策に着手してまいります。  

 また、生活インフラ関係では、いよいよ都市計画道路東原西軽井沢線に着工する

ことになります。  

 ここで、一般会計における主要事業として、８事業について紹介してまいります。  

 １点目でありますが、都市構造再編集中支援事業、予算額にしまして６億

９８３万円であります。令和５年度から９年度までを計画期間として実施しており

ます都市構造再編集中支援事業は、真ん中の３年目を迎えてまいります。東原西軽

井沢線、小田井追分線、駅前５号線等の都市機能が集中する地域の道路整備や公園

の整備を実施してまいります。  

 令和７年度は、町道東原西軽井沢線の橋梁下部工事、保安林法面補強工事、橋梁

付近の取り付け道路整備等の工事に着手する予定となっており、塩野御代田停車場

線の用地測量及び物件補償調査業務並びに物件補償を予定しております。  

 これまでも、議会で繰り返しこの道路に言及してまいりましたが、現場でこの工
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事が始まってまいりますと、町民の皆様もいよいよ始まったという実感を得ていた

だくこととなると思います。人口２ ,９００人を数える西軽井沢地区の皆さんの日

常的な利便性の向上と、災害発生時の避難路として着実な整備を進めてまいります。  

 二つ目に、猛暑対策事業、１億４ ,５８１万円であります。  

 教育環境の向上及び災害時の避難所としての熱中症対策のため、中学校体育館に

エアコンを設置してまいります。中学校は避難所扱いとなりますので、国が後々

７割をカバーしてくれる緊急防災・減災事業債を活用できますので、工事費として

は１億３ ,０００万円余りとなりますけれども、実質的な町の負担は４ ,０００万円

を切るということになります。  

 また、小学校体育館、また社会体育施設には、リースによるスポットクーラーを

導入してまいります。小学校体育館は断熱性能の面で問題がありまして、なかなか

まだ本格的なクーラーには至らないものと思いますけれども、スポットクーラーの

ほうを導入してまいります。  

 また、町内各区に管理をしております集会施設のエアコン設置費に補助金を交付

してまいります。  

 ３点目ですが、トイレトレーラー導入事業、事業費にしまして２ ,６５３万円で

す。昨年１月発生した能登半島地震では、上下水道の破損等により、トイレに関す

る困り事が多く起きました。トイレトレーラーは、５つの個室を備えた大きな施設

であります。トレーラーなので、もちろん移動可能であります。町内の被災箇所に

機動的に向かうことができますし、各地の被災地支援にも活躍が期待できます。  

 日常的には、龍神の杜公園の大型遊具のできるだけ近くに置きまして、日頃から

子どもたちに親しんでもらおうと考えております。やはり防災に関するものという

のは、日頃から使っておくことがとても大事ですので、日頃から親しんでもらうと

いうことも頭に入れながら進めてまいります。  

 なお、こちらもちょっとしつこいようですけれども、先ほどと同じように、国が

後々７割をカバーしてくれる緊急防災・減災事業債を活用してまいります。したが

って、実質的な町の負担は８００万円弱となってまいります。  

 ４点目に、児童家庭相談システム導入委託業務、２ ,０２４万円でありますけれ

ども、これは、先ほど申しましたこども家庭センターの設置に伴いまして、業務に

必要な児童家庭相談システムを導入するというものです。  
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 ５点目ですけれども、地域おこし協力隊関係経費、これは１ ,７９１万円。移住

関連事業、町のＰＲ事業の企画運営を担ってもらうため、地域おこし協力隊を雇用

します。最大３名を雇用できるように予算措置申し上げました。  

 ６点目でありますが、第６次長期振興計画支援事業、事業費８７９万円でありま

す。  

 昭和５１年度を初年度として、長期的、総合的視野のもとに施策を計画的に実施

していく行政運営の指針の役割等を担ってまいりました長期振興計画については、

第５次長期振興計画期間が、新しい年度であります令和７年度をもって満了するた

め、第６次長期振興計画策定支援業務を予算化しました。期間は令和８年度から令

和１７年度になります。  

 ７点目は、雪窓湖遊歩道整備工事、事業費３ ,０００万円であります。  

 雪窓湖は、今年度、緊急浚渫事業推進債を活用し、ヨシを刈るなどして、農業用

ため池としての機能を取り戻す工事を実施しております。今日現在では、もうヨシ

はほとんど刈り終わったと聞いておりますけれども、こういった工事を現在実施し

ております。  

 今年度の取り組みは、マイナスをなくし、元どおりにするという趣旨でありまし

た。新年度は、雪窓湖の魅力を高める取り組みとなります。雪窓湖の公園としての

利便性・安全性を向上させるとともに、防災重点農業用ため池としての維持管理機

能を向上させるため、遊歩道整備を実施してまいります。  

 財源のうち、２ ,０００万円につきましては、個人からのご寄附を充ててまいり

ます。この雪窓湖への整備ということでご寄附を頂いておりますので、そちらに充

てさせていただきます。なお、後日、紺綬褒章の伝達を私自らやってきてまいりた

いと、感謝を申し上げたいと思っております。  

 最後８点目でありますが、無電柱化まちづくり促進事業補助金、１億円でありま

す。  

 平成２８年、無電柱化の推進に関する法律が成立し、第１２条には、道路の新設

や市街地開発事業においては新たな電柱や電線を設置しないことが既にうたわれて

おります。さらに民間事業者による開発行為で無電柱化を推進するため、国や自治

体による補助制度が創設され現在に至っております。  

 御代田町でも、町内で都市計画法の開発許可を受けて行う３ ,０００ｍ ２以上の



１２ 

宅地開発において、電線類を地下に埋設することにより、電柱の設置を抑制する費

用に対する補助制度を既に整備しております。  

 具体的には、国の無電柱化まちづくり促進事業を活用し、補助上限額を定める中

で、事業費の３分の２を国と町が半分ずつ補助してまいります。この上限というの

が、国と町分をあわせて１億円となっております。  

 無電柱化事業は、地震等により電柱の倒壊による通行の遮断を防げるほか、道路

の応急・復旧においても迅速に対応ができます。  

 また、良好な景観形成により、無電柱化された土地は地価が大きく上昇すること

が一般に知られており、固定資産税の増収につながってまいります。このタイミン

グの投資は、今後の御代田町の発展と税収増に大きな効果をもたらすことを期待し

ております。  

 また、この８点と別ですけれども、１件、少々細かい話となりますけれども、大

事なこと、私が大事にしていることということで取り上げておきたいと思います。  

 ２月の法規審査委員会で通過しておりますけれども、御代田町スポーツ及び芸術

文化大会等出場激励金交付要綱の制定、並びにそれに関する予算の措置であります。  

 これまで御代田町は、スポーツに関しては、北信越大会とか、全国大会とか、世

界大会に行かれる選手の皆さんに激励金というのをお渡ししてまいりましたけれど

も、これはスポーツだけでした。文化活動、いわゆる文化系の部活のようなところ

には、また差別という言い方はちょっと適切かどうか分かりませんけれども、私か

らすると、ちょっとこれは気の毒になというふうに思うことが多々ありました。  

 就任当時から、このスポーツだけじゃなくて、芸術文化のほうにも何とか激励金

が出せないかということで教育委員会と長い長いお話をしてまいりました。何とか

新しい年度からは、芸術文化大会への出場にも激励金を出してまいると、そういう

仕組みにしてまいります。その予算を新年度の予算につけさせていただいていると

ころであります。  

 こういったことによりまして、もちろんスポーツするお子さん方、大人の皆さん

は大事でありますけれども、芸術文化にもこう寄与していただけるような、そうい

ったことを町として強化してまいりたいと、そういう思いで制度を変えさせていた

だいているところであります。  

 さて、本定例会に提案しました案件は、人事案１件、事件案１件、条例案１１件、
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当初予算案９件、補正予算案７件、報告事項１件の計３０件であります。  

 人事案は、「御代田財産区管理会委員の選任について」であります。  

 ３月３１日をもって委員７名の任期４年が満了となりますので、新たな任期の委

員選任について議会の同意をお願い申し上げます。  

 事件案は、「三ツ谷地区世代間交流センターの指定管理者の指定について」であ

ります。  

 ３月３１日をもって指定期間が満了となることから、４月１日から５年間につい

て、引き続き現行の団体を指定管理者に指定するよう議会の議決をお願い申し上げ

ます。  

 条例案１１件については、主なものについて申し上げます。  

 まず、「御代田町工業振興条例の一部を改正する条例案」、「御代田町商工業振

興条例の一部を改正する条例案」、及び「御代田町町税条例の一部を改正する条例

案について」の３件については、先ほど申し上げましたとおり、町内企業が実施し

た設備投資に対する固定資産税相当額の全額又は一部について補助する補助金交付

制度から、３年間の固定資産税免除の制度となるように改正するものであります。  

 次に、「御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例案」については、消防団員の退職報償金の支給額表に３５年以上の区

分を追加することで、団員の処遇改善を図り、シニア層の活躍を推進させるための

改正であります。  

 続いて、予算案について申し上げます。  

 令和７年度一般会計の予算総額は９５億４ ,１８８万円で、前年度に比べ５億

４ ,４５８万円、６ .１％の増額となりました。令和７年度は先ほど申し上げた８事

業のほか、生活インフラ関係では、気候変動による大雨災害の激甚化に備えて、雨

水排水対策事業を実施してまいります。  

 その他、高齢者・障がい者ごみ出し支援事業、これは新たに始まります。また、

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助金は、現行で補助率２分の１です

けれども、これを全額補助とするなど、生活に密着した新規事業も盛り込みました。  

 主 な 歳 入 で は 、 町 税 が ２ ６ 億 ７ ,９ ２ ７ 万 円 の 計 上 で あ り 、 前 年 度 に 比 べ

３ ,８６９万円の増額となっております。  

 地方交付税については、国の地方財政政策から増額を見込み、１６億２ ,７８６万
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円、前年度に比べ１億１ ,７８６万円の大幅な増額計上をいたしたところでありま

す。  

 国庫支出金は１４億１ ,９９３万円で、前年度に比べ１億６ ,０２７万円の増額と

なりました。このうち、国庫負担金は令和６年１０月の所得制限が撤廃された児童

手当負担金２億９ ,９３１万円を、国庫補助金では新設の町道東原西軽井沢線の整

備などに係る都市構造再編集中支援事業補助金２億８ ,２３１万円、社会資本整備

総合交付金では先ほど申し上げました無電柱化に関する事業に対し、５ ,０００万

円を国から頂くということで計上しております。  

 寄附金につきましては、個人のふるさと納税寄附金は、昨年１０月に、皆さんご

存じのとおり、当町に大変不利な制度改正があったところでありますけれども、そ

れをカバーするための様々な施策を打ってまいりました。職員も頑張ってもらいま

した。そういったことにより堅調に推移しているところから、前年同様の６億円を

計上したほか、企業版ふるさと納税寄附金で新たに３ ,０００万円を見込んでいる

ところでございます。  

 基金繰入金でありますけれども、今回、ふるさと創生基金、これはふるさと納税

のお金が入っている基金ですけれども、ここから５億８ ,２５０万円と、多額の繰

入れを盛り込んだところであります。  

 年間のふるさと納税の金額、私の就任前の平成３０年度のおよそ４ ,４００万円

と比較しますと、今年度は恐らく１５倍を超える状況となっていくものと思います。

頂いた寄附金は、これまでも道路整備や子育て支援などに充当してまいりましたけ

れども、寄附額がさらに増加するのに伴い、年度で十分に使い切ることができず、

基金に積み上げていたところであります。せっかく頂いた寄附金ですので、ふるさ

と創生基金に多額を積み上げておくことは、あまりいいこととは言えませんので、

寄附者により使い道が指定されている分を除き、大半を繰り入れ、様々な町単独事

業等の財源に充当してまいります。  

 学校給食の食材費につきましても、今年度は学校給食運営基金ではなく、ふるさ

と創生基金のほうから８ ,０００万円を充当してまいります。これにより財政調整

基金からの繰入れは５ ,０００万円に抑制してまいります。  

 町債の収入でありますが、８億５ ,６１０万円でありまして、前年度に比べ

３ ,９５５万円の増額であります。土木事業に関する町債のほか、中学校のエアコ
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ン設置事業について、緊急防災・減災事業債１億３ ,２９０万円を、また、やまゆ

り保育園の園舎大規模改修工事については、子ども・子育て支援事業債７ ,７６０万

円を計上しております。  

 この１年間、私、広報やまゆりのほうで町長財政講座というのをやってまいりま

したけれども、その連載の中で申し上げましたとおり、町債は８億５ ,６１０万円

という金額で、これは借金でありますけれども、このかなりの部分が、後ほど国か

らカバーされるという状況になりますので、単に町債が多くなったからよくないと

いうことではありません。むしろ国から有利な、国からたくさんお金を頂けるよう

な方法のために、町債をこれをあえて積んであるということでありますので、ご理

解、ご協力をお願いしたいと思います。  

 次に、主な歳出でありますが、総務費は１８億８ ,７１８万円で、前年度比

８ ,３１６万円の増額となっております。  

 増額の主な要因は、戸籍システム標準化対応システム改修委託料７ ,７１９万円

のほか、参議院議員通常選挙、御代田町議会議員一般選挙、国勢調査など、年度特

有の事業によるものがあります。  

 民生費は２６億９ ,２９７万円で、前年度比１億７ ,４７１万円の増額であります。

増額の要因は、障害者自立支援給付費で４ ,７７８万円の増加のほか、新規計上し

ましたこども家庭センター新規設置に要する経費２ ,４９７万円、やまゆり保育園

の大規模改修事業費８ ,６２６万円によるものです。  

 衛生費は５億４ ,３６３万円で、前年度比３ ,３４７万円の増額です。妊娠数及び

妊娠している子どもの人数当たり５万円が支給となる妊婦のための支援給付交付金

で、１ ,２５０万円が皆増となっているほか、井戸沢最終処分場フェンスの改修工

事１ ,１２５万円、各種健診の受診者の増等によるものであります。  

 農林水産業費は２億９ ,９６９万円で、昨年度に比べ５ ,０４８万円の増額です。

雪窓湖の遊歩道整備３ ,０００万円のほか、林道維持管理経費１ ,６７１万円の増に

よるものであります。  

 商工費は２億８７８万円で、昨年度に比べ９ ,２７８万円の増額です。ＵＩＪ

ターン就業・創業移住支援金３ ,０６２万円の増や、新たな取り組みとして、町内

へのＵターン、移住定住及び町内企業の人材確保につなげるための企業ガイド作成

事業、移住促進、観光、ふるさと納税などにつなげるため東京で魅力発信イベント
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を開催することによるものであります。  

 このほか、役場の組織改革により、移住・定住関係、地域おこし協力隊関係につ

いては、現在の地域振興係の経費が総務費から移行するため増額となっております。  

 土木費では１７億４ ,５７６万円で、昨年度に比べ１億７ ,６４２万円の減額です。  

 道路橋梁費では、都市構造再編集中支援事業６億３８６万円を計上いたしました。  

 また、町単独道路新設改良事業については１億８ ,２３５万円を計上し、水原七

口線、向原西ノ畑線など道路改良工事を実施してまいります。  

 また、気候変動による大雨災害の激甚化に備えた雨水排水対策事業も盛り込んで

おります。  

 なお、町単独道路新設改良事業は、令和４年度から３年間、年間３億円で計上し

ておりましたが、昨年８月７日の豪雨による災害復旧工事が来年３月までかかるこ

とや、東原西軽井沢線の着工等、国庫補助事業が大変膨らんでいることから、町単

独で３億円という数字にこだわることなく、事業量を適切な量に調整したところで

あります。  

 また、道路メンテナンス事業では、源平橋補修に係るしなの鉄道との施工管理協

定で、１億２ ,７００万円を計上しております。  

 消防費は４億５ ,８１０万円で、昨年度に比べ１億３ ,２２９万円の増額となりま

した。第９分団──第９分団は西軽井沢ですけれども、こちらの詰所建築工事、ま

た第２分団──こちら馬瀬口でありますが、積載車更新など消防施設整備経費のほ

か、トイレトレーラー導入経費の計上や、今年度に引き続き防災士養成講座経費の

計上によるものであります。  

 教育費は９億８８７万円で、昨年度に比べ１億５ ,４６１万円の増額となりまし

た。中学校では教育環境の向上及び災害時の避難所としての熱中症対策のため、体

育館にエアコンを設置するための経費１億３ ,２９５万円、ＧＩＧＡスクール端末

更新経費で２ ,７６１万円を計上しております。  

 また、学校給食関係では、物価高騰が続く中、食材費を確保するため１食当たり

４０円を増額し、給食材料費８ ,７９５万円を計上しております。食材費総額は

１ ,１０９万円、１４ .４％の増となっております。  

 給食費の無償化は、皆さんご存じのとおり、令和２年７月に始まっており、今後

も無償化は継続してまいります。  
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 現在は、給食費は、主食費と牛乳はどうしてもかかりますので、その部分が金額

がのしてきておりますので、副食費、いわゆるおかずの部分が圧迫されてきている

というのが、ここ最近の傾向であります。したがいまして、１食当たり４０円の予

算を増額しまして、パーセントにすると平均で１４ .４％の増とさせていただきた

いということで計上いたします。  

 特別会計については、６つの特別会計の総額は３２億９２３万円となり、前年に

比べ８ ,１１７万円、６ .１％の増額となっております。  

 小沼地区財産管理特別会計では、保有土地の売却を見込み、２ ,２５０万円の増

額、国民健康保険事業勘定特別会計は、保険給付費の増額を見込み、３ ,２４２万

円の増額、介護保険事業勘定特別会計については、保険料収入の増加から８０８万

円の増額となっております。  

 次に、令和６年度補正予算案７件のうち、一般会計補正予算案（第９号）は、歳

入歳出総額とも３億３ ,９８２万円を減額し、合計９８億８２０万円とするもので

あります。  

 主な歳入では、町税で、個人町民税は８ ,４４３万円の増額補正ですが、法人町

民税につきましては１ ,８７９万円の減額補正となりました。こちらは、町内企業

の業績は堅調ではありますけれども、企業の申告状況によるものであります。  

 たばこ税は、見込みほど税収が伸びなかったことにより、１ ,１３５万円の減額

をしております。  

 また、特別交付税は、８月７日の豪雨災害による算定の増を見込んで３ ,０００万

円の増額を、国・県補助金につきましては、土木費国庫補助金において、こちらも

８ 月 ７ 日 豪 雨 災 害 工 事 を 優 先 し た こ と な ど に よ り 、 事 業 費 を 縮 小 し 、 １ 億

２ ,７８６万円の減額としております。  

 ふるさと納税寄附金は、実績により６ ,０００万円を増額し、財政調整基金の繰

入金は、年度終盤に入りまして予備費がある程度抑制できることから、予備費を

１億円減額して調整しました。  

 町債におきましては、国庫補助金と同様の理由で、土木債を１億５ ,９９０万円

減額したほか、７年度に予定していた、しなの鉄道Ｓｕｉｃａ導入事業について、

国の補正予算債による収入のめどが立ったことから、鉄道施設総合安全対策事業債

１ ,２７０万円を繰り上げて計上しております。  
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 なお、補正予算債というのは、ちょっとなじみがないかなと思うんですが、国の

補正予算にあわせて事業があったときに、それを町が国の事業をやった場合に、通

常の事業債よりもカバー率が高い有利な内容となる起債のことを指しております。  

 歳出につきましては、歳入で説明申し上げました、しなの鉄道Ｓｕｉｃａ導入事

業の計上、災害復旧工事優先等による土木費の縮小のほかは、主に事業費の確定に

よる補正となっております。  

 特別会計の補正予算につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計など４会計

において、こちらも事業費の確定などにより、合計２ ,８８６万円の増額補正をし

ております。  

 下水道事業会計につきましては、資本費平準化債拡充による９ ,６００万円の資

本的収入の増など、水道事業会計につきましては、事業確定などによる資本的支出

２３４万円の減額補正となります。  

 報告事項は１件で、令和７年度御代田町土地開発公社の事業計画と予算の報告で

す。２月１４日に開催された理事会の議決を得ましたので、報告いたします。  

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明

いたしますので、ご審議いただき、原案どおりのご採決をいただきますようお願い

を申し上げまして、令和７年第１回御代田町議会定例会招集の挨拶とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせします。  

（午前１０時５６分）  

（休   憩）    

（午前１１時０６分）  

○議長（荻原謙一君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 これより議案を上程します。  

 

－－－日程第５  議案第１１号  御代田財産区管理委員の選任について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第５  議案第１１号  御代田財産区管理委員の選任について

を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  
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（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書４ページをお開きください。  

 議案第１１号  御代田財産区管理会委員の選任について  

 下記の者を、御代田財産区管理会の委員に選任したいから、御代田財産区管理会

協議書第３条の規定により、議会の同意を求める。  

 記としまして、氏名、土屋  始氏、荻原  正氏、櫻井  税氏、内堀憲司氏、市川

仁吉氏、武井  武氏、武井義貴氏の７名です。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 こちら、現在の委員が令和７年７月３１日をもって任期満了となるため、御代田

地区７地区から推薦をいただきました７名の委員の選任について同意をお願いする

ものです。  

 同意がいただけましたら、委員の任期は、令和７年４月１日から令和１１年３月

３１日までの４年間になります。  

 説明は以上になります。ご審議の上、ご同意をいただきますようお願いいたしま

す。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第６  議案第１２号  三ツ谷地区世代間交流センターの指定管理者の  

指定について－－－  

○議長（荻原謙一君）   日程第６  議案第１２号  三ツ谷地区世代間交流センターの指定

管理者の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   議案書の５ページをご覧ください。  

 議案第１２号  三ツ谷地区世代間交流センターの指定管理者の指定について  

 下記の者を三ツ谷地区世代間交流センターの指定管理者として指定したいから、

御代田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。  
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 記といたしまして、１、指定管理者の候補者、三ツ谷地区世代間交流センターに

ついて、右側、候補者欄に記載のとおり、三ツ谷区を候補者として指定するもので

す。  

 ２、指定期間、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間でござ

います。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第７  議案第１３号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

関する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第７  議案第１３号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書６ページをご覧ください。  

 議案第１３号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案について  

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を、別紙のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書７ページの改め文をご覧ください。  

 本案は、条例で定めている特別職の職員で非常勤のものの報酬に一つの委員を追

加するよう一部改正するものです。  

 改正概要は、本条例別表で定めております。  

 特別職の職員で非常勤のものの報酬に、新たに町民課で設置をいたしますカーボ

ンニュートラル推進計画協議会の委員を追加するよう改正いたします。また、報酬
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の額は、日額８ ,０００円となっております。  

 附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行します。  

 議案書８ページは、新旧対照表であります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第８  議案第１４号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第８  議案第１４号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書９ページをご覧ください。  

 議案第１４号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

について  

 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり

提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書１０ページの改め文をご覧ください。  

 本条例は、育児・介護休業法の一部改正にあわせ、正規職員の勤務時間外の勤務

の免除対象の拡大及び介護離職防止のための措置を新規に規定するなどの改正を行

うものであります。  

 改正条例の構成は２条立てとしております。  

 第１条では、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に対して請求可能

な労働者の対象を、「３歳未満の子を養育する職員」から、「小学校就学前の子を

養育する職員」へと拡大することを定めております。また、介護に直面した旨の申

出をした労働者に対する個別の周知・意向確認についての規定、介護に直面する前

の早い段階での情報提供についての規定、介護離職防止のための雇用環境の整備に
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ついて新たに規定をいたします。  

 また、第２条では、引用しております地方公務員法の規定に項ずれが生じたため、

これに対応するよう一部改正するものでございます。  

 附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行いたします。  

 議案書１１ページから１４ページ、新旧対照表となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第１５号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第９  議案第１５号  職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書１５ページをご覧ください。  

 議案第１５号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案について  

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 

 議案書１６ページの改め文をご覧ください。  

 本条例は、育児・介護休業法の一部を改正することにあわせまして、引用元の規

定を改正するものでございます。  

 改正概要については、これまで引用しておりました育児・介護休業法「第６１条

第３２項」が削除され、新たに規定されました同法「第６１条の２第２０項」を引

用するよう改正するものです。  

 附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行します。  

 議案書１７ページは、新旧対照表です。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  
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○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１０  議案第１６号  御代田町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関  

する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１０  議案第１６号  御代田町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原春樹君  登壇）    

○総務課長（荻原春樹君）   議案書１８ページをご覧ください。  

 議案第１６号  御代田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例案について  

 御代田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例を、別紙のとおりに提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書１９ページ、改め文をご覧ください。  

 本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の改正により一部改正するものでございます。  

 改正概要につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の改正によりまして、引用している規定に項ずれが生じたため、

これに対応するよう一部改正するものでございます。  

 附則といたしまして、この条例は、令和７年４月１日から施行いたします。  

 議案書２０ページは、新旧対照表でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  



２４ 

 

－－－日程第１１  議案第１７号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する  

基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１１  議案第１７号  御代田町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 佐藤町民課長。  

（町民課長  佐藤聖子君  登壇）    

○町民課長（佐藤聖子君）   議案書２１ページをご覧ください。  

 議案第１７号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を、別紙のとおり提出いたします。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書２２ページの改め文をご覧ください。  

 本条例は、条例の根拠となっている国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準が一部改正され、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことを

受け、改正を行うものです。  

 改正内容は、第１７条第１項第２号中の「栄養士」に「管理栄養士」を追加する

ものです。  

 議案書２３ページは、新旧対照表です。  

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１２  議案第１８号  御代田町滞在型農園施設設置及び管理に関する  

条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１２  議案第１８号  御代田町滞在型農園施設設置及び管
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理に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 木内産業経済課長。  

（産業経済課長  木内一徳君  登壇）    

○産業経済課長（木内一徳君）   議案書２４ページをお願いします。  

 議案第１８号  御代田町滞在型農園施設設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例案について  

 御代田町滞在型農園施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、別

紙のとおり提出いたします。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 本条例の一部改正につきましては、クラインガルテンの交流施設利用者の利便性

を高めること、また、施設利用者の増加につなげることを目的に、施設の使用時間

と使用料を改正するものでございます。  

 改正の概要は、現在、９時から１２時、１３時から１７時、１８時から２２時の

利用区分となっているものを、１時間単位での利用が可能となるように変更します。

また、使用料については、１時間４００円に変更します。  

 附則としまして、本条例は令和７年４月１日から施行するものでございます。  

 ２５ページが改正文、２６ページが新旧対照表でございます。  

 説明は以上です。ご審議のほど、お願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第１９号  御代田町工業振興条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１３  議案第１９号  御代田町工業振興条例の一部を改正

する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 木内産業経済課長。  

（産業経済課長  木内一徳君  登壇）    

○産業経済課長（木内一徳君）   議案書の２７ページをお願いします。  
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 議案第１９号  御代田町工業振興条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町工業振興条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出いたします。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 当町は、これまで企業支援制度として、本条例に基づき町内企業が実施した設備

投資に対し、新たに課税されることとなる固定資産税に相当する額の全部または一

部について、３年間にわたり、段階的に補助金を交付してきました。しかし、現制

度では、企業にとって補助金が受けられるのは、固定資産税を納付した翌年になる

こと、また、補助金による収入が法人税、法人事業税、法人県民税、法人町民税の

対象になることから、町からの実質支援額が目減りすることとなっていました。  

 今回、本条例を一部改正し、制度を見直して、企業支援のより一層の充実を図り、

企業による設備投資及び企業活動の促進につなげていきたいと考えています。  

 改正の概要は、設備投資に伴う固定資産税を、新たに課税されることとなる年度

から３年間、全額課税免除とします。また、条例の一部改正に伴い、文言や様式等、

所要の改正を行いました。  

 附則としまして、本条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。  

 経過措置として、令和７年１月１日以前に、町内工場誘致地区において工場用地

を取得し、または工場を新設し、もしくは増設する者については、なお従前の例に

よるものとしています。  

 ２８ページから３６ページが改正文、３７ページから４７ページが新旧対照表で

ございます。  

 説明は以上です。ご審議のほど、お願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第２０号  御代田町商工業振興条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１４  議案第２０号  御代田町商工業振興条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 木内産業経済課長。  
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（産業経済課長  木内一徳君  登壇）    

○産業経済課長（木内一徳君）   議案書の４８ページをお願いいたします。  

 議案第２０号  御代田町商工業振興条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町商工業振興条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出いたします。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 先ほど説明いたしました工業振興条例の一部改正と同様に、企業支援のより一層

の充実を図るため、本条例についても一部改正いたします。  

 本条例の一部改正についても、設備投資に伴う固定資産税を新たに課税されるこ

ととなる年度から３年間、全額課税免除とするものでございます。こちらの制度は、

主に中小企業が対象でございます。  

 なお、本条例の一部改正に伴い、文言や様式等、所要の改正を行いました。  

 附則としまして、本条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。  

 経過措置として、令和７年１月１日以前に、町内において、工場もしくは店舗を

新設し、または増設する者については、なお従前の例によるものとしています。  

 ４９ページから５５ページが改正文、５６ページから６４ページが新旧対照表で

ございます。  

 説明は以上です。ご審議のほど、お願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１５  議案第２１号  御代田町町税条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１５  議案第２１号  御代田町町税条例の一部を改正する

条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 山本税務課長。  

（税務課長  山本喜久男君  登壇）    

○税務課長（山本喜久男君）   議案書の６５ページをお願いします。  

 議案第２１号  御代田町町税条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町町税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  
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令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書の６６ページから６７ページには改め文、６８ページから７２ページには

新旧対照表となっております。  

 先ほど、議案第１９号、２０号において、産業経済課の条例改正について説明さ

れましたが、それに関連し、御代田町町税条例の一部を改正する条例案についてご

説明いたします。  

 改正理由ですが、町内の産業振興施策の一つとして、設備投資により取得した一

定の固定資産について、固定資産税相当額の一部を奨励補助金として交付しており

ます。より効果的に、かつ効果が広範に及ぶ支援策とするため、補助金の交付では

なく、固定資産税の課税を３年度分に限り免除する方法とすることに伴い、所要の

改正をするものであります。  

 改正概要といたしましては、奨励補助金から課税免除とするための規定の整備を

します。改正後の御代田町工業振興条例に基づき、指定を受けた者の指定を受けた

範囲の固定資産について、最初の課税年度から３年度分に限り課税免除をいたしま

す。  

 そして、改正後の御代田町商工業振興条例に基づき、指定を受けた者の指定を受

けた範囲の固定資産について、最初の課税年度から３年度分に限り課税免除をいた

します。それに伴い、その他関係法令改正に伴う引用条例の改正を行います。  

 ６８ページから７２ページの新旧対照表をお願いいたします。  

 第３６条の２町民税の申告では、関係法令の改正に伴う項ずれによる改正です。  

 その下、第６２条の２固定資産税の課税免除ですが、産業振興の支援のための奨

励補助金の交付について、補助金交付ではなく課税免除とするための改正を行いま

す。  

 ７０ページから７２ページにおかれましては、第６３条の２、第８９条、第

１３９条の３、第１４９条につきましては、関係法令の改正に伴う項ずれによる改

正であります。  

 附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  
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－－－日程第１６  議案第２２号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１６  議案第２２号  御代田町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古越消防課長。  

（消防課長  古越淳司君  登壇）    

○消防課長（古越淳司君）   議案書７３ページをご覧ください。  

 議案第２２号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案に

ついて  

 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提

出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 改正理由でございます。  

 本条例は、御代田町消防団員や消防作業に従事した者等に対する損害補償の額や

内容等を定めており、具体的な内容については、一般職の職員の給与に関する法律

に規定される俸給月額や一般職の地方公務員の補償制度等を参考に政令が定められ、

それを基に規定されております。  

 令和６年１２月に給与法の一部が改正され、俸給表が改定されたことから、損害

保障の額の算定の基礎となる補償基礎額及び扶養手当支給額について改正がなされ

ました。これを受けて、非常勤消防団員等に関する損害補償の基準を定める政令の

一部が改正されます。上位法令が改正されることに伴いまして、本条例の一部につ

いて所要の改正を行うものであります。  

 附則としまして、１に施行期日、令和７年４月１日から、２に経過措置を記載し

てございます。  

 ７４、７５ページが改め文、７６、７７ページが新旧対照表となってございます。  

 説明は以上となります。審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  
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－－－日程第１７  議案第２３号  御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に  

関する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１７  議案第２３号  御代田町非常勤消防団員に係る退職

報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古越消防課長。  

（消防課長  古越淳司君  登壇）    

○消防課長（古越淳司君）   議案書７８ページをご覧ください。  

 議案第２３号  御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例案について  

 御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する

条例案を、別紙のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 改正の理由でございます。  

 本条例は、御代田町消防団に勤務し、その後退団する消防団員に支給する退職報

償金の額等につきまして、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行

令に基づき定められております。  

 このたび、消防団員の処遇改善を図り、シニア層の活躍を推進させるため、責任

共済令の一部が改正されます。上位法令が改正されることに伴いまして、本条例の

一部について所要の改正を行うものであります。  

 附則としまして、１に施行期日、令和７年４月１日から、２に経過措置を記載し

てございます。  

 ７９、８０ページが改め文、８１ページが新旧対照表となってございます。  

 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第２４号  令和７年度御代田町一般会計予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１８  議案第２４号  令和７年度御代田町一般会計予算案
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についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書８２ページをお開きください。  

 最初に、議案書の訂正をお願いしたいと思います。  

 本文のところにある地方自治法第２１１条第１項の規定により、「令和６年度」

となっていまして、ここを「令和７年度」に訂正のほうをお願いしたいと思います。

大変申し訳ありません。  

 それでは、令和７年度御代田町一般会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度御代田町一般会計予算を、

別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ８４ページをお願いいたします。  

 令和７年度の御代田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９５億４,１８８万７,０００円

と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （地方債）  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」に

よる。  

 （一時借入金）  

 第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、１５億円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第４条  地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の



３２ 

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 次のページの「第１表  歳入歳出予算」につきましては、議案書とは別資料にな

ります。資料番号１のほうで説明いたします。資料番号１をご覧ください。  

 予算総額は９５億４ ,１８８万７ ,０００円で、前年度に比べ５億４ ,４５８万

１ ,０００円、６ .１％の増となっております。  

 令和７年度当初予算は、こども家庭センターを新設し、猛暑対策や防災対策を進

めるとともに、都市計画道路東原西軽井沢線に着工するため、大きく増えた予算と

なっております。  

 それでは、歳入でございます。  

 款１町税です。町税全体で前年比１ .５％の増となっております。  

 項１町民税は、本年度予算額１０億７,８２９万５,０００円で、前年比で１７０万

４ ,０００円の増となっております。このうち、個人町民税は９億２ ,８４７万

３ ,０００円で、給与所得は増加する見込みですが、全体額としては前年比で

２６３万４ ,０００円の減となっております。  

 法人町民税では１億４ ,９８２万２ ,０００円で、企業の申告状況などから、前年

比で４１４万８ ,０００円の増額を見込んでおります。  

 次に、項２の固定資産税は、予算額１２億８ ,１００万９ ,０００円で、前年比

３ ,９２０万３ ,０００円の増です。主に新築家屋の増加を見込むとともに、長野県

企業局の森泉湯川発電所に係る固定資産交付金を新たに計上しております。  

 続きまして、款２の地方譲与税から款１０の地方特例交付金まで、こちらにつき

ま し て は 、 県 の 収 入 見 込 み か ら 予 算 計 上 し ま し て 、 合 計 で 前 年 比 ３ ８ ５ 万

５ ,０００円の増額の予算となっております。  

 ２ページをお願いします。  

 款１１地方交付税は、予算額で１６億２ ,７８６万６ ,０００円で、前年比で１億

１ ,７８６万６ ,０００円の増です。こちら普通交付税につきましては、国の地方財

政政策などから１ .６％の増額交付を見込んでおります。特別交付税につきまして

は、地域おこし協力隊に関する経費分１ ,７８６万６ ,０００円を増額計上しており

ます。  
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 款１５国庫支出金、項１の国庫負担金です。こちら７億１ ,３２４万４ ,０００円

で、前年度比で１億２ ,７２５万５ ,０００円の増額となります。まず児童手当負担

金です。こちらが２億９ ,９３１万２ ,０００円で、令和６年の１０月に所得制限が

撤廃されたことによりまして、前年比で９ ,７７１万８ ,０００円の増額を見込みま

した。  

 項２の国庫補助金では、町道東原西軽井沢線の整備など、都市構造再編集中支援

事業補助金としまして２億８ ,２３１万５ ,０００円、それから、社会資本整備総合

交付金としまして、無電柱化まちづくり補助金として５ ,０００万円を計上してお

ります。  

 款 １ ６ の 県 支 出 金 、 項 ２ の 県 補 助 金 で す 。 こ ち ら 予 算 額 ２ 億 １ ,７ ５ ７ 万

６ ,０００円で、前年比で５ ,１５４万４ ,０００円の増を見込みました。ＵＩＪ

ターン就業・創業移住支援事業補助金、こちらが前年比で２ ,２６３万２ ,０００円

増の３ ,０４３万２ ,０００円、それから、新たにＧＩＧＡスクール構想補助金とし

まして、１ ,７０１万３ ,０００円を計上しております。  

 続きまして、款１８の寄附金については、予算額６億３ ,６５０万２ ,０００円で、

前年比約３ ,０００万円の増で計上しております。個人のふるさと納税寄附金につ

きましては、前年度同額の６億円を計上したほか、企業版ふるさと納税寄附金で、

新たに３ ,０００万円を見込んでおります。  

 ３ページをお願いします。  

 款１９繰入金、項１の基金繰入金、予算額６億８ ,８６５万５ ,０００円で、前年

比１億３ ,２０１万９ ,０００円の増となっております。財政調整基金からの繰入金

は５ ,０００万円、それから、ふるさと納税基金からの繰入金を大きく増やしまし

て、５億８ ,２５０万円を繰り入れまして、様々な町の単独事業など、こういった

ところの財源に充当しております。  

 款２２の町債、８億５ ,６１０万円で、前年度に比べ３ ,９５５万９ ,０００円の

増となっております。土木事業に関する町債のほか、中学校体育館のエアコン設置

に関して緊急防災・減災事業債、こちらを１億３ ,２９０万円、それから、やまゆ

り 保 育 園 の 大 規 模 改 修 工 事 に 対 す る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 債 、 こ ち ら を

７ ,７６０万円を計上しております。  

 歳入合計で９５億４ ,１８８万７ ,０００円の予算となっております。  



３４ 

 続きまして、４ページをお願いします。  

 歳出になります。  

 款２の総務費は、全体額の前年比としまして、 ８ ,１１６万２ ,０００円、

４ .６％の増となっております。このうち、項４の選挙費です。御代田町議会議員

一般選挙と参議院議員の通常選挙、これらによりまして、前年比で２ ,７３８万

２ ,０００円の増額となっております。  

 款３民生費の全体費では、約６ .９％の増となっております。  

 項１の社会福祉費です。こちら予算額で１１億７ ,０１４万１ ,０００円で、前年

比で４ ,３３９万９ ,０００円の増となっております。こちら障害者自立支援給付費

について、重度訪問介護と就労継続支援Ａ型、こちらの利用増加によりまして、前

年比で４ ,７７８万円ほど増加しております。  

 項 ２ の 児 童 福 祉 費 は １ ５ 億 ２ ,２ ６ ８ 万 円 で 、 前 年 か ら １ 億 ３ ,１ ３ １ 万

１ ,０００円の増となっております。こちら、歳入でも申し上げましたとおり、児

童手当の所得制限撤廃によりまして、前年比で７ ,８２６万円増額の計上をしてお

り ま す 。 ま た 、 や ま ゆ り 保 育 園 大 規 模 改 修 事 業 費 と し ま し て 、 ８ ,６ ２ ６ 万

５ ,０００円を計上しまして、改修内容は、新たに会議室や更衣室、倉庫、こうい

ったものを設ける工事になります。このほか、こども家庭センター新設による経費

としまして、２ ,４９７万６ ,０００円を計上しております。  

 款４の衛生費は、前年比で６ .６％の増となっております。妊娠数などにより支

給される妊婦のための支援給付交付金、こちらで１ ,２５０万円、それから、井戸

沢最終処分場のフェンスの改修工事としまして１ ,１２５万円、このほか、各種検

診の受診率の増加によりまして、予算額のほうが増えております。  

 款６農林水産業費は、前年比で２０ .３％の増となっております。  

 項３の農地費につきましては、１億 ６ ,０３４万８ ,０００円で、前年比で

５ ,２６４万４ ,０００円の増となっております。こちら農業用水等の維持補修工事

で、この中で、雪窓湖の遊歩道整備工事３ ,０００万円などを計上しております。  

 款７の商工費につきましては、前年比で９ ,２７８万８ ,０００円、８０％の増と

なっております。工業振興奨励補助金は、前年比で１ ,６０５万円の増、それから、

ＵＩＪターン就業・創業移住支援金では３ ,０６２万５ ,０００円の増、新たな取り

組みとしまして、移住・定住関係と町のＰＲ事業に関する地域おこし協力隊関係経
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費、こちらについて１ ,７９１万４ ,０００円を盛っております。  

 それから、町内へのＵターンや移住・定住、それから、町内企業への人材確保に

つなげるための企業ガイド作成事業や、町の魅力発信イベント関係の経費、こうい

ったものによりまして、全体で増額となっております。  

 ５ページ、お願いいたします。  

 款８の土木費についてです。こちら、前年比で１億７ ,６４２万５ ,０００円の減、

マイナス９ .２％となっております。  

 項２の道路橋梁費、こちらでは、予算額が１２億３ ,０２９万５ ,０００円で、前

年比で２億５ ,３０９万４ ,０００円の減額となっております。令和７年度に着工す

る東原西軽井沢線の整備を主とした都市構造再編集中支援事業、こちらで６億

３８６万１ ,０００円を計上しております。また、町単独道路新設改良事業につき

ましては、１億８ ,２３５万４ ,０００円を計上しまして、こちらでは水原七口線、

それから向原西ノ畑線などの道路改良工事を予定しております。  

 続いて、橋梁修繕事業では、源平橋の補修に係るしなの鉄道との施工管理委託な

ど、こういったことから１億５ ,０００万円を計上しております。  

 項４の都市計画費は、本年度予算額で３億７ ,５８６万２ ,０００円で、前年比で

５ ,４８０万１ ,０００円の増となっております。宅地開発における新設電柱の抑制

を図るため、国の補助制度を活用した無電柱化まちづくり促進事業補助金として、

１ 億 円 を 計 上 し て お り ま す 。 ま た 、 や ま ゆ り 公 園 の 遊 具 更 新 工 事 な ど で 、

２ ,６５４万６ ,０００円を計上しております。  

 款９の消防費につきましては、前年比で１億３ ,２２９万円、４０ .６％の増とな

っております。第９分団「西軽井沢」の詰所建設工事で３ ,５３５万４ ,０００円、

それから、第２分団「馬瀬口」の積載車更新費用で１ ,０５１万９ ,０００円、それ

から、消防署の車庫前の舗装修繕としまして１ ,２５２万円など、消防の施設整備

を図るほか、大規模災害時におけるトイレ不足に備えるためのトイレトレーラー導

入費として、２ ,６５３万４ ,０００円を計上しております。  

 款１０の教育費では、前年比で１億５ ,４６１万８ ,０００円、２０ .５％の増と

なっております。  

 項１の教育総務費では、予算額１億 ３ ,２５５万４ ,０００円で、前年比で

５ ,３２３万５ ,０００円の増となっております。ＧＩＧＡスクール構想の学習用端
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末の更新時期を迎えまして、来年度は中学生の端末更新を予定しております。購入

費用として２ ,７６１万円、それから、ソフト使用料として１ ,１３５万１ ,０００円

を計上しております。  

 それから、項３の中学校費では、予算額２億２ ,０１６万３ ,０００円で、前年比

で１億４ ,１１７万８ ,０００円の増となっております。中学校での教育環境の向上

と、災害時の避難所としての熱中症対策を図るために、体育館に冷房を設置するた

めの経費としまして１億３ ,２９５万７ ,０００円、このほか、４年に一度の教科書

改訂によりまして、購入費として１ ,０２３万６ ,０００円を計上しております。  

 続いて、項５の保健体育費では、新たな社会体育施設の建設に向けて基本計画を

策定していくため、新社会体育施設基本計画等委託料５００万円を計上しておりま

す。  

 また、項６の学校給食費では、物価高騰が続く中、食材費を確保するため、給食

材利用費としまして、８ ,７９５万９ ,０００円を計上しております。  

 歳出合計の予算額が９５億４ ,１８８万７ ,０００円となっております。  

 それでは、議案書のほうに戻っていただきまして、９０ページ、お願いいたしま

す。  

 「第２表  地方債」になります。  

 起債の目的、限度額、続けて申し上げます。  

 まず、大きな起債としましては、公共事業等の３億８ ,８１０万円があります。

こちら、土木事業で主に使うものでございます。それから、中段から下にあります

緊急防災・減災事業２億４ ,６１０万円、こちらが、中学校のエアコンですとかト

イレトレーラー、そういったものに使う起債となっております。このほかは、表に

記載のとおりで、全部で１２事業の起債を予定しておりまして、合計で８億

５ ,６１０万円の地方債を予定しております。  

 起債の方法につきましては、証書借入または証券発行を予定しております。利率

につきましては年４％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、

利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率としております。  

 償還の方法としましては、政府資金については、その融資条件により、銀行、そ

の他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借換えることがで
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きるものとしております。  

 説明については以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 昼食のため休憩します。午後は１時３０分より再開します。  

（午前１１時５７分）  

（休   憩）    

（午後  １時３０分）  

○議長（荻原謙一君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 荻原総務課長から発言を求められておりますので、これを許可します。  

 荻原総務課長。  

○総務課長（荻原春樹君）   お時間をいただきまして誠にありがとうございます。  

 議会招集挨拶、町長、挨拶をいたしましたが、その中で、ちょっと訂正がござい

まして、発言をさせていただきます。  

 招集挨拶の１ページになりますが、後段の役場の組織改革のところの２段落目に

なります。現在、御代田町役場の組織体制は平成１９年度に構築されたものです。

課の数で言いますと、町長部局８課あり、他に議会事務局、教育委員会事務局とい

うことで全部で１０課ありますとございますが、私、招集挨拶の素案を書いたおり

に、数え間違いがございまして、町長部局に９課、全部で１１課と訂正をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 また、後日、こちら差し替えて掲示をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。  

 

－－－日程第１９  議案第２５号  令和７年度御代田財産区特別会計予算案  

について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１９  議案第２５号  令和７年度御代田財産区特別会計予

算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書の２１６ページをご覧ください。  
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 議案第２５号  令和７年度御代田財産区特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度御代田財産区特別会計予

算を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２１８ページをお願いします。  

 令和７年度御代田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１ ,２５８万４ ,０００円と定

める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 こちら、令和７年２月１０日に開催しました御代田財産区管理会において同意を

得たものでございます。  

 続きまして、２１９ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算になります。  

 まず、歳入です。  

 款１財産収入、項１財産運用収入、本年度予算額２４８万１ ,０００円となって

おります。こちら財産区が所有する土地の貸付料、それから財政調整基金の預金利

子の収入になっております。  

 項２財産売払収入、こちら本年度予算額１ ,０００円で、科目を設定してござい

ます。  

 款２繰入金、項１基金繰入金です。１ ,０１０万円の予算を計上しております。

こちら財源とするため、財政調整基金からの繰入金を見込んでおります。  

 款３繰越金、款４諸収入につきましては、それぞれ１ ,０００円ずつ科目設定を

してございます。  

 歳入合計１ ,２５８万４ ,０００円の予算となっております。  

 続きまして、２２０ページお願いします。  

 歳出になります。  

 款１総務費、項１総務管理費です。本年度予算額１ ,２５２万８ ,０００円です。  



３９ 

 こちらの内訳としましては、財産区の所有する土地の下刈り委託料としまして

６４０万円、それから各区への管理委託料として４００万円、そのほか財産区の委

員報酬９４万６ ,０００円などを計上してございます。  

 款 ２ 予 備 費 に つ き ま し て は 、 ５ 万 ６ ,０ ０ ０ 円 を 計 上 し ま し て 、 歳 出 合 計

１ ,２５８万４ ,０００円の予算となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２０  議案第２６号  令和７年度小沼地区財産管理特別会計予算案  

について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２０  議案第２６号  令和７年度小沼地区財産管理特別会

計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書の２２５ページになります。  

 議案第２６号  令和７年度小沼地区財産管理特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度小沼地区財産管理特別会

計予算案を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２２７ページお願いします。  

 令和７年度小沼地区財産管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２ ,６８１万円と定める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 こちらは、令和７年２月１０日付で、小沼地区財産管理委員会の同意を得たもの

となっております。  

 ２２８ページお願いします。  
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 第１表  歳入歳出予算になります。  

 まず、歳入になります。  

 款１財産収入、項１財産運用収入、本年度予算額は１万円です。こちらは土地の

貸付料、それから財政調整基金の利子収入になっております。  

 項２財産売払収入、本年度予算額は２ ,６７９万８ ,０００円です。こちら小沼地

区財産管理会で所有する土地１か所について売払いを計画しておりまして、その収

入を見込んでおります。  

 款２繰入金、項１基金繰入金です。こちらについては、今年度ございません。  

 款３繰越金、款４諸収入につきましては、それぞれ１ ,０００円ずつを計上しま

して、科目を設定しております。  

 歳入合計２ ,６８１万円の予算となっております。前年度と比較しまして増えて

いるのは、土地の売払収入を見込んだため、そのため増えている予算となっており

ます。  

 ２２９ページをお願いします。  

 歳出になります。  

 款１総務費、項１総務管理費です。本年度予算額２ ,６８１万円です。  

 こちらは、小沼地区への林野管理委託料としまして２６１万３ ,０００円、それ

から土地の価格鑑定と測量費、そういったもので９０万６ ,０００円の経費がかか

りまして、歳入の土地の売払収入から管理費・経費を差し引いた余剰金につきまし

て、財政調整基金への積立金として２ ,２８０万４ ,０００円を計上しております。  

 歳出合計で２ ,６８１万円の当初予算となっております。  

 説明は以上になります。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２１  議案第２７号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定  

特別会計予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２１  議案第２７号  令和７年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  



４１ 

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   議案書の２３４ページをご覧ください。  

 議案第２７号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案につい

て  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２３６ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町の国民健康保険（事業勘定）特別会計予算は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６億４,９２１万１,０００円

と定める。  

 ２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳

出予算」による。  

 （一時借入金）  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、３ ,０００万円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 ２３７ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 まず、歳入でございます。  

 款１項１国民健康保険税、本年度予算額３億７ ,００１万６ ,０００円の計上で、

前年度比２ .３％の増となっております。現年度徴収率は９６ .３％での算出でござ

います。  



４２ 

 また、被保険者数は３ ,４３０人で試算をしております。  

 款２使用料及び手数料、項１手数料、こちらは、国保税督促手数料としまして、

２２万５ ,０００円の計上でございます。  

 款３国庫支出金、項１国庫補助金、こちらは社会保障・税番号制度システム整備

費補助金と災害臨時特例補助金で、それぞれ１ ,０００円の科目設定をしているも

のでございます。  

 款４県支出金、項１県補助金１１億２ ,１８０万３ ,０００円の計上で、前年度比

２ .４％の増となっております。こちらは、市町村が支払う保険給付費等に要する

費用に対し、全額交付される普通交付金等、医療費の適正化に向けた取り組みや、

生活習慣病予防事業等の取り組みに応じて交付される特別交付金となっております。  

 款５財産収入、項１財産運用収入、こちらは基金利子として１３万７ ,０００円

の計上でございます。  

 款６繰入金、項１他会計繰入金９ ,４２３万１ ,０００円の計上で、前年度比

１ .９％の減となっております。一般会計からの繰入れで、保険基盤安定繰入金が

主なものでございます。  

 款７項１繰越金、こちら６ ,０００万円を計上しております。  

 款８諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、こちらは２２２万４ ,０００円の計

上でございます。  

 項２受託事業収入、こちら２７万円の計上でございます。令和５年１０月より導

入されたインボイス制度に対応するためのものでございます。  

 項３雑入３０万３ ,０００円の計上としております。  

 歳入合計１６億４ ,９２１万１ ,０００円の予算となっております。  

 続いて、２３８ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費、本年度予算額５１０万２ ,０００円の計上で、前

年度とほぼ同額となっております。委託料、通信運搬費が主なものでございます。  

 項２徴税費、賦課徴収費としまして、５０５万９ ,０００円の計上でございます。

こちら、システム委託料が主なものとなっております。  

 項３運営協議会費１９万４ ,０００円の計上は、国保運営協議会の委員報酬、こ

ちら９名分ですとか、研修会への参加日当でございます。  



４３ 

 款２保険給付費、項１療養諸費９億５ ,５４８万８ ,０００円の計上は、療養給付

費、療養費等でございまして、前年度比１ .６％の増となっております。こちら前

年度の給付見込み等に基づいて試算をしているものでございます。  

 項２高額療養費１億４ ,１８４万９ ,０００円の計上で、前年度比１０ .３％の増

となっております。こちらも前年度の見込みからの試算でございます。  

 項３出産育児一時金７５０万４ ,０００円の計上で、前年度と同額でございます。

出産育児一時金として、１５件分を見込んでおります。  

 項４葬祭諸費１５０万円の計上で、こちらも前年度と同額の計上でございます。

葬祭諸費としまして、３０件分を見込んでおります。  

 項５傷病手当諸費ですが、こちらの計上はございません。  

 款３国民健康保険事業費納付金、こちらは市町村の被保険者数、所得水準、医療

費水準等を加味した上で、県より示された額での計上となっております。県が市町

村に対して交付する保険給付費等、交付金の財源とするため、納付金を町が県に納

めます。納付金については、次の３項となっております。  

 項１医療給付費３億９９２万６ ,０００円の計上で、前年度比９ .３％の増でござ

います。  

 項２後期高齢者支援金等１億３ ,０８４万６ ,０００円の計上で、前年度比

１ .２％の増でございます。  

 項３介護納付金４ ,４４９万３ ,０００円の計上で、前年度比２ .４％の減でござ

います。  

 款４保健事業費、項１特定健康診査等事業費２ ,０６３万８ ,０００円の計上で、

こちらは特定健康診査等の事業費となっております。  

 項２保健事業費８７７万７ ,０００円の計上で、レセプト点検職員の賃金、それ

から人間ドックの補助金などとなっております。  

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金３１４万９ ,０００円の計上で、こち

らは一般被保険者還付金、国や県への返還金等の計上でございます。  

 款６項１基金積立金１４万円の計上でございまして、こちらは基金利子分の積立

でございます。  

 款７項１予備費１ ,４５４万６ ,０００円の計上でございます。  

 歳出合計１６億４ ,９２１万１ ,０００円の予算となっております。  



４４ 

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２２  議案第２８号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定  

特別会計予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２２  議案第２８号  令和７年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   議案書の２５３ページをご覧ください。  

 議案第２８号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２５５ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町の介護保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億６,２１４万８,０００円

と定める。  

 ２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳

出予算」による。  

 （一時借入金）  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、２ ,０００万円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  



４５ 

 第１号  保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款

内でこれらの経費の各項の間の流用。  

 ２５６ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 まず、歳入でございます。  

 款１保険料、項１介護保険料、本年度予算額３億２６万７ ,０００円の計上で、

前年度比５ .３％の増となっております。基準月額は５ ,１６０円で、普通徴収の現

年度徴収率は９７％で算出をしております。  

 款２分担金及び負担金、項１負担金７６万６ ,０００円の計上で、こちらは介護

予防事業を利用する皆様の負担金となっております。  

 款３使用料及び手数料、項１手数料、督促手数料としまして、４万８ ,０００円

の計上でございます。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金２億５２万１ ,０００円の計上で、前年度比

１ .３％の増となっております。こちらは介護給付費に係る国庫負担金でございま

す。  

 項２国庫補助金４ ,７９２万８ ,０００円の計上で、こちらは調整交付金と地域支

援事業交付金、保険者機能強化推進交付金、保険者努力支援交付金等となっており、

前年度比８ .３％の減でございます。  

 款５項１支払基金交付金３億１ ,４２８万円の計上で、前年度とほぼ同額となっ

ております。こちらは主に介護給付費に係る支払基金交付金でございます。  

 款６県支出金、項１県負担金１億６ ,７６０万６ ,０００円の計上で、前年度比

１ .２％の減でございます。こちらは介護給付費に係る県負担金でございます。  

 項２県補助金９９５万３ ,０００円の計上で、前年度比０ .８％の増でございます。

こちらは地域支援事業に係る県補助金となっております。  

 款 ７ 財 産 収 入 、 項 １ 財 産 運 用 収 入 、 こ ち ら 、 基 金 の 利 子 と し ま し て １ 万

２ ,０００円の計上でございます。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金、２億８２６万１ ,０００円の計上で、一般会計

から介護給付費、地域支援事業等、それから低所得者保険料軽減分、また職員給与

等への繰入となっておりまして、前年度比１ .０％の減でございます。  

 款９項１繰越金、こちら１ ,０００万円の計上でございます。  
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 款１０諸収入、項１延滞金、加算金及び過料１０万円の計上でございます。  

 項２サービス収入２４０万３ ,０００円の計上で、要支援１、２の方の居宅介護

予防支援サービス計画費となっております。  

 項３雑入３ ,０００円の計上でございます。  

 歳入合計１２億６ ,２１４万８ ,０００円の予算でございます。  

 ２５７ページをご覧いただきたいと思います。  

 歳出でございます。  

 款１項１総務費、本年度予算額、１ ,８１９万９ ,０００円の計上で、こちらはシ

ステムの委託料や借上料、また、佐久広域連合介護認定審査会負担金等の計上とな

っております。  

 款２項１保険給付費１１億３ ,２７０万８ ,０００円の計上で、金額としましては

前年度とほぼ同額となりましたが、積算の内容につきましては、利用者の増減の影

響によって大きな動きがございます。  

 主なものとしては、居宅介護サービス給付費で４ ,３３２万６ ,０００円の増、施

設介護サービス給付費で３ ,６４９万９ ,０００円の減、介護予防サービス給付費で

５２４万６ ,０００円の減などがあり、差し引きでは０ .１％、１６８万２ ,０００円

の増となりました。  

 款３地域支援事業費、項１包括的支援事業・任意事業費５ ,５６６万４ ,０００円

の計上で、前年度比７ .５％の増となっております。こちらは、人件費や地域包括

支援センターの運営経費が主なものとなっております。  

 項２介護予防・生活支援サービス事業費３ ,１３４万１ ,０００円の計上で、前年

度比１７ .７％の減となっております。訪問型サービスや通所型サービスの委託料、

負担金の計上でございます。  

 項３一般介護予防事業２１１万１ ,０００円の計上で、介護予防普及啓発事業と

して、介護予防教室、こちら、生きがい教室でございますですとか、生活介護支援

サポーター養成事業、口腔機能向上教室等の経費でございます。  

 また、新規事業としまして、地域支え合い型移動支援活動補助として、４７万

６ ,０００円を計上しております。こちらは、地域住民が自家用車で高齢者の移動

を支援するに当たり、必要な保険料や運転手に対する手当及び燃料費の一部を補助

するものでございます。  
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 款４項１基金積立金、こちら２万円ですが、こちらは基金の利子分の積立でござ

います。  

 款５項１諸支出金５０万３ ,０００円の計上で、こちら保険料等還付経費となっ

ております。  

 款６項１予備費２ ,１６０万２ ,０００円の計上でございます。  

 歳出合計１２億６ ,２１４万８ ,０００円の予算となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２３  議案第２９号  令和７年度御代田町後期高齢者医療  

特別会計予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２３  議案第２９号  令和７年度御代田町後期高齢者医療

特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   議案書の２７４ページをご覧ください。  

 議案第２９号  令和７年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度御代田町後期高齢者医療

特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２７６ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億５ ,７３９万８ ,０００円

と定める。  

 ２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳

出予算」による。  



４８ 

 ２７７ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 まず、歳入でございます。  

 款１項１後期高齢者医療保険料、本年度予算額２億３０１万２ ,０００円の計上

で、こちらは長野県後期高齢者医療広域連合の試算によりまして、前年度比

８ .３％の増となっております。普通徴収、現年度徴収率は９８ .５％の試算でござ

います。  

 款２使用料及び手数料、項１手数料、こちらは督促手数料で３万円の計上でござ

います。  

 款３繰入金、項１一般会計繰入金４ ,９７６万９ ,０００円の計上で、前年度比

５ .９％の増となっております。こちらは事務費、保険基盤安定保険事業費に対す

る繰入でございます。  

 款４項１繰越金、こちら１０万円の計上でございます。  

 款５諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、５万円の計上でございます。  

 項２償還金及び還付加算金５０万５ ,０００円の計上でございます。  

 項３雑入３９３万２ ,０００円の計上で、健診事業費広域連合支出金や特別調整

交付金となっております。  

 歳入合計、２億５ ,７３９万８ ,０００円の予算でございます。  

 次ページ、２７８ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１総務費、項１総務管理費、本年度予算額２１４万２ ,０００円の計上で、通

信運搬費、システム保守委託料等が主なものでございます。  

 項２徴収費、賦課徴収経費としまして、９２万７ ,０００円の計上でございます。  

 款２項１後期高齢者医療広域連合納付金２億４ ,７１２万４ ,０００円の計上で、

前年度比７ .３％の増となっております。保険料等負担金、保険基盤安定負担金で、

広域連合から示された額での計上となっております。  

 款３保健事業費、項１健診事業費３８８万円の計上で、後期高齢者の健診委託料

等となっております。  

 項２保健事業費２７２万円の計上でございまして、こちらは人間ドックの補助金

でございます。  
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 款４諸支出金、項１償還金及び還付加算金５０万５ ,０００円の計上でございま

す。  

 款５項１予備費で１０万円の計上でございます。  

 歳出合計２億５ ,７３９万８ ,０００円の予算でございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２４  議案第３０号  令和７年度御代田町住宅新築資金等貸付事業  

特別会計予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２４  議案第３０号  令和７年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林建設水道課長。  

（建設水道課長  小林  靖君  登壇）    

○建設水道課長（小林  靖君）   議案書２８６ページをご覧ください。  

 議案第３０号  令和７年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算案につ

いて  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和７年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算を、別冊のとおり提出します。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２８８ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０７万９ ,０００円と定め

る。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 次の２８９ページをご覧ください。  
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 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入です。  

 款１県支出金、項１県補助金１０万２ ,０００円は、償還推進事業事務費の補助

対象となる４分の３相当の補助金でございます。  

 続いて、款２項１繰越金４万円は、令和６年度からの繰越見込額でございます。  

 款３諸収入、項１貸付金元利収入９３万６ ,０００円は、滞納分の収入見込額で

ございます。  

 項２延滞金、加算金及び過料１ ,０００円は、科目設定でございます。  

 歳入合計が１０７万９,０００円となります。前年度と比較して９０万６,０００円

の減額でございます。  

 次の２９０ページをご覧ください。  

 歳出です。  

 款１土木費、項１住宅費１０７万９ ,０００円は、職員研修旅費、消耗品費、光

熱水費、使用料、研修会負担金及び一般会計への繰出金でございます。  

 歳出合計が１０７万９ ,０００円で、前年度と比較して９０万６ ,０００円の減額

でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２５  議案第３１号  令和７年度御代田小沼水道事業会計予算案  

について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２５  議案第３１号  令和７年度御代田小沼水道事業会計

予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林建設水道課長。  

（建設水道課長  小林  靖君  登壇）    

○建設水道課長（小林  靖君）   すみません。説明の前に、議案書の訂正がございます。  

 ２９７ページに掲載しております令和７年度御代田小沼水道事業実施計画（消費

税込）というものと、３０１ページにも同じものが掲載してございますが、この

２９７ページは不要となりますので、大変申し訳ありませんが、削除ということで
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訂正をお願いしたいと思います。大変申し訳ございませんでした。  

 それでは、説明をさせていただきます。  

 ２９５ページをご覧ください。  

 議案第３１号  令和７年度御代田小沼水道事業会計予算案について  

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和７年度御代田小沼水道事業会

計予算を、別冊のとおり提出します。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２９８ページをご覧ください。  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田小沼水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

 第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 第１号  給水件数は４ ,７００件。  

 第２号  年間総有収水量は８６万２ ,０００ｍ ３を見込んでおります。  

 第３号  １日平均有収水量は２ ,３６２ｍ３を見込んでおります。  

 第４号 主な建設改良工事の上水道改良総事業費は、１億６,４５０万２,０００円

で、前年比６ ,２５３万円の減額となっております。  

 令和７年度は、西軽井沢地区及び一里塚地区の配水管布設替工事及び旧塩野配水

池の撤去工事、西軽井沢配水池系総配水管撤去工事が主なものとなっております。  

 続いて、収益的収入及び支出。  

 第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入につきましては、第１款水道事業収益は２億１ ,００８万７ ,０００円で、前

年度と比較して９９万４ ,０００円の増額となります。  

 その内訳としまして、第１項営業収益１億８ ,７４１万３ ,０００円、前年比

６１万８ ,０００円の増でございます。水道料金と消火栓管理料が主な収入でござ

います。  

 第２項営業外費用２ ,２６７万４ ,０００円、前年比３７万６ ,０００円の増額で

ございます。こちらは、減価償却費の補助金相当分及び基金積立利息が主なものと

なっております。  
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 続いて、支出につきましては、第１款水道事業費用２億９０９万９ ,０００円で、

前年度と比較して５８２万４ ,０００円の増額となります。  

 その内訳としまして、第１項営業費用２億４６２万４ ,０００円は、水質検査手

数料、浅麓水道企業団からの受水費、水道メーター検針委託、水道メーターの有効

期間満了に伴う修繕及び職員３名分、会計年度任用職員１名分の総係費でございま

す。  

 第２項営業外費用３９７万５ ,０００円は、企業債利息及び消費税還付でござい

ます。  

 第３項特別損失はございません。  

 第４項予備費は５０万円です。  

 次の２９９ページをご覧ください。  

 （資本的収入及び支出）  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額の１億６ ,９０１万２ ,０００円

は、建設改良積立金１億１ ,４４７万２ ,０００円及び損益勘定保留資金として、減

価償却費から長期前受金を差し引いた額に、収益的収支の利益を加えた５ ,４５４万

円で補填するものといたします。  

 収入につきましては、第１款資本的収入は４ ,２５９万円で、前年度と比較して

２ ,４００万円の増額となります。  

 内訳ですが、第１項企業債１ ,８００万円は、蟻ヶ沢水源紫外線処理施設整備工

事設計委託費２ ,４００万円から国庫補助金６００万円を引いた額を借入れます。

詳細は第５条でお示ししてあるとおりでございます。  

 第２項工事負担金でございますが、１ ,８５９万円は新規加入金１３０件分を見

込んでおります。  

 第３項補助金６００万円は、蟻ヶ沢水源紫外線処理施設整備工事設計委託に係る

国庫補助事業で、事業費２ ,４００万円の４分の１補助となっております。  

 支出につきましては、第１款資本的支出は２億１ ,１６０万２ ,０００円で、前年

度と比較して５ ,８５７万６ ,０００円の減額となっております。  

 内訳ですが、第１項建設改良費１億７ ,１６６万２ ,０００円は、蟻ヶ沢水源紫外

線処理施設の設計委託料、それから令和６年度から２年目となるアセットマネジメ
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ント水道基本計画策定委託料、西軽井沢地区及び一里塚地区の配水管布設替工事、

旧塩野配水池撤去工事が主なものとなります。  

 第２項企業債償還金は、３ ,７９４万円でございます。  

 第３項予備費は、２００万円です。  

 続いて、企業債。  

 第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。  

 こちら先ほど来、説明しております蟻ヶ沢水源紫外線処理施設整備設計委託費

２ ,４００万円に係る起債の借入れでございます。水道事業債９００万円、一般会

計出資債９００万円としまして、いずれも充当率１００％、交付税措置率５０％と

なっております。起債の目的は、水道事業でございます。限度額１ ,８００万円、

起債の方法は証書借入または証券発行でございます。利率は年４ .００％以内、償

還の方法は、借入の日から据置期間を含めて４０年以内に償還する。  

 なお、都合により据置期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えをす

ることができます。  

 続いて、３００ページをご覧ください。  

 一時借入金。  

 第６条  一時借入金の限度額は、１億円と定めます。  

 続いて、議会の議決を得なければ流用することができない経費。  

 第７条  次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

得なければならない。  

 第１号としまして、職員給与費３ ,４９６万８ ,０００円は、総係費の給料、手当

及び福利厚生費でございます。  

 第２号交際費、５万円は塩野上宿用水組合の会合費でございます。  

 続いて、たな卸資産購入費。  

 第８条  たな卸資産の購入限度額は、４９２万５ ,０００円と定める。こちらは

水道メーターの既存検定満了分と新築時に設置する分の購入費となります。  

 続いて、３０１ページは、令和７年度御代田小沼水道事業実施計画でございます。  

 飛びまして、３０６ページは、令和６年度の予定損益計算書。  
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 ３０７ページから３０９ページは、令和６年度の予定貸借対照表。  

 ３１０ページから３１２ページは、令和７年度の予定貸借対照表。  

 ３１３ページは、令和７年度の予定キャッシュ・フロー計算書を参考資料として

添付しておりますので、後ほどご覧ください。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２６  議案第３２号  令和７年度御代田町下水道事業会計予算案  

について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２６  議案第３２号  令和７年度御代田町下水道事業会計

予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林建設水道課長。  

（建設水道課長  小林  靖君  登壇）    

○建設水道課長（小林  靖君）   議案書３１６ページをご覧ください。  

 議案第３２号  令和７年度御代田町下水道事業会計予算案について  

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和７年度御代田下水道事業会計

予算を、別冊のとおり提出します。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３１８ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町下水道事業予算です。  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

 第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 第１号、排水件数は、７ ,１７０件を見込んでおります。  

 第２号、年間総排水量は、１４０万５ ,２５０ｍ３を見込んでおります。  

 第３号、１日平均排水量は、３ ,８５０ｍ３を見込んでおります。  

 第４号、建設改良費は７億３ ,５３７万２ ,０００円で、令和６年度テレビカメラ
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調査による西軽井沢地区管渠改築設計委託費、それからストックマネジメント実施

計画による御代田浄化管理センターの機械、監視制御、受変電設備の改築工事、マ

ンホールポンプ改築工事等が主なものとなっております。  

 続いて、収益的収入及び支出。  

 第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入につきましては、第１款下水道事業収益は、６億９ ,４９０万５ ,０００円で

す。前年度と比較して、８ ,８５２万２ ,０００円の増となっております。  

 内訳ですが、第１項営業収益３億７ ,２４５万１ ,０００円、前年比２ ,１９９万

６ ,０００円の増でございます。  

 公共下水道、農業集落排水事業、個別排水処理施設整備事業の下水道使用料金等

督促手数料となっております。  

 続いて、第２項営業外費用３億２ ,２４５万４ ,０００円、前年比６ ,６５２万

６ ,０００円の増となっております。  

 こちらは公共下水道、それから農業集落排水事業、個別排水事業の３事業へ一般

会計からの補助金及び減価償却費の補助金相当分が主なものとなっております。  

 支出につきましては、第１款下水道事業費用６億２ ,８７３万５ ,０００円、前年

度と比較しまして２ ,５４６万４ ,０００円の増となっております。  

 第１項営業費用５億９ ,３１４万２ ,０００円は、公共下水道、農業集落排水事業

の各処理場の維持管理業務委託及び職員３名分の総係費でございます。  

 第２項営業外費用３ ,４０４万３ ,０００円は、企業債利息でございます。  

 第４項予備費は、１５５万円でございます。  

 ３１９ページをご覧ください。  

 （資本的収入及び支出）  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 資本的収入額は、資本的支出額に対し不足する額の１億４４４万５ ,０００円は、

固定資産に関わるものでございまして、当年度分の損益勘定留保資金として減価償

却費から長期前受金を差し引いた額、１億４４４万５ ,０００円で補填するもので

ございます。  

 続いて、収入です。  

 第１款資本的収入は、１１億２ ,１２８万２ ,０００円です。前年度と比較しまし
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て、３億８ ,０８６万１ ,０００円の増となっております。  

 第１項企業債、６億８ ,８７０万円は、下水道事業債、資本費平準化債、公営企

業会計適用債、いずれも公共下水道事業分でございます。  

 第２項補助金、２億４ ,４２０万円は国庫補助金で、公共下水道事業の処理場の

機械電気設備改築工事が主な補助対象となっております。  

 第３項他会計出資金、１億４ ,９００万円は一般会計繰入金でございます。公共

下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理施設整備事業分でございます。  

 続いて、第６項負担金等３ ,９３８万２ ,０００円は、公共下水道区域及び特定環

境保全下水道区域の受益者負担金でございます。  

 続いて、支出につきましては、第１款資本的支出、１２億２,５７２万７,０００円

でございます。前年度と比較して、２億９ ,５０１万４ ,０００円の増額となります。  

 まず、第１項建設改良費７億３ ,５３７万２ ,０００円は、西軽井沢地区の管渠改

築設計委託費、ストックマネジメント実施計画による御代田浄化管理センターの処

理場、機械、監視制御、受変電設備改築工事、それからマンホールポンプの改築工

事が主なものとなっております。  

 第３項企業債償還金は、４億９ ,０３５万５ ,０００円でございます。  

 続いて、企業債。  

 第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。  

 公共下水道事業の建設改良費に関わるもので、充当率１００％、交付税措置率は

下水道事業債と、次のページの公営企業会計適用債が４９％、資本費平準化債が

５０％となっております。  

 上から順に読み上げます。起債の目的、下水道事業、限度額４億８ ,７４０万円、

資本費平準化、限度額１億９ ,７８０万円。  

 次のページになります。  

 公営企業会計適用、限度額３５０万円です。  

 起債の方法、利率、償還の方法でございますが、起債の方法は、証書借入または

証券発行、利率は年４ .００％以内、償還の方法ですが、借入の日から据置期間を

含めて４０年以内に償還する。  

 なお、都合により据置期間を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借換えを
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することができるとしております。借入限度額の合計が、６億８ ,８７０万円とな

っております。  

 続いて、一時借入金。  

 第６条でございます。一時借入金の限度額は、５億円と定めます。  

 続いて、議会の議決を得なければ流用することができない経費。  

 第７条  次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

得なければならない。  

 第１号職員給与費、１ ,５５３万円ですが、総係費の給料、手当及び法定福利費

でございます。  

 続いて、他会計からの補助金。  

 第８条  下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、７ ,１５６万２ ,０００円である。  

 内訳ですが、３２５ページの項２営業外収益、目０２他会計補助金に計上してお

りますので、ご覧ください。  

 次の３２１ページは、令和７年度当初予算実施計画収益的収入及び支出の収入で

ございます。  

 ３２２ページが、支出でございます。  

 続いて、３２３ページは、資本的収入及び支出の収入でございます。  

 ３２４ページが、支出となっております。  

 飛びまして、３３４ページ、こちらは令和６年度の当初予定損益計算書でござい

ます。  

 ３３５ページから３３６ページは、令和６年度の予定貸借対照表、３３７ページ

から３３８ページは、令和７年度の当初予算予定貸借対照表、３３９ページが令和

７年度当初予算キャッシュ・フロー計算書を参考資料として添付しておりますので、

後ほどご覧いただければと思います。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせします。  

（午後  ２時３０分）  
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（休   憩）    

（午後  ２時４４分）  

○議長（荻原謙一君）   休憩前に引き続き本会議を再開します。  

 

－－－日程第２７  議案第３３号  令和６年度御代田町一般会計補正予算案（第９号）  

について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２７  議案第３３号  令和６年度御代田町一般会計補正予

算案（第９号）についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書の３４２ページ、お願いします。  

 議案第３３号  令和６年度御代田町一般会計補正予算案（第９号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度御代田町一般会計補正予

算（第９号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書３４４ページをお願いします。  

 令和６年度の御代田町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３億３,９８２万３,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９８億８２０万３ ,０００円と

する。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費）  

 第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用する

ことができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  

 （地方債の補正）  
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 第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

 次の、第１表  歳入歳出予算補正につきましては、資料番号の３をお願いいたし

ます。  

 まず、歳入の主なものから説明をいたします。  

 款１町税、項１町民税は、補正額６ ,５６３万７ ,０００円の増額補正になります。

個人町民税は、過年度分の申告や退職所得によりまして、８ ,４４３万５ ,０００円

の増額、それから法人町民税は、企業の申告実績などによりまして、１ ,８７９万

８ ,０００円を減額しました。  

 款１１地方交付税は、特別交付税について８月７日の豪雨災害による算定の増を

見込みまして、３ ,０００万円を増額するものです。  

 款１５国庫支出金、項２国庫補助金は、補正額１億６ ,５９９万４ ,０００円の減

額で、都市構造再編集中支援事業と社会資本整備総合交付金事業など、事業費の確

定による補助金の減額になります。  

 款１６県支出金、項２県補助金では、新たに長野県価格高騰特別対策支援事業補

助金１ ,５１４万３ ,０００円を計上しております。物価高騰対策として、町民税均

等割のみの課税世帯に対する給付金事業の補助金になります。  

 款１８寄附金は、補正額６ ,４３０万円の増額補正です。ふるさと納税寄附金は、

昨年１０月に大きな制度改正がありましたが、様々な対策をしまして維持すること

ができたため、６ ,０００万円を増額計上するものです。  

 款１９の繰入金、項１基金繰入金は、補正額１億２ ,７６５万１ ,０００円の減額

です。歳入の状況から予備費を増やすことなく、財政調整基金を１億円減額する予

算となっております。  

 款２２町債は、補正額１億６ ,１９０万円の減額で、主に公共事業等債について、

都市構造再編集中支援事業と社会資本整備総合交付金事業、こういった事業費の確

定によりまして減額をしております。歳入合計補正額３億３ ,９８２万３ ,０００円

の減額となっております。  

 ２ページ、お願いします。  

 続きまして、歳出の主なものについて説明をいたします。  

 款２総務費、項１総務管理費は６ ,９３０万９ ,０００円の増額で、ふるさと納税

寄附金の増額に伴う委託料と積立金の増額のほか、地域連携ＩＣカード導入事業負
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担金１ ,２７４万円を新たに計上しました。これは令和７年度にしなの鉄道が予定

している交通系ＩＣカード、Ｓｕｉｃａの導入に関する負担金でありまして、国の

補正予算で前倒し実施が決まったことから、今回、計上するものでございます。  

 款３民生費、項１社会福祉費では、新たに長野県価格高騰特別対策支援事業

１ ,０７３万５ ,０００円を計上しております。こちら物価高騰対策として、町民税

均等割のみの課税世帯に対しまして給付金を支給するもので、１世帯当たり２万円

の給付金の５００世帯分計上しております。さらに対象世帯の子ども加算分としま

して、１人当たり２万円のこちらは２００人分についても児童福祉のほうで計上し

ております。  

 項２児童福祉費につきましては、３ ,６９８万６ ,０００円の減額で、町内の私立

保 育 所 保 育 委 託 料 に つ い て 、 通 園 児 童 数 と 保 育 時 間 の 実 績 か ら ２ ,４ ２ ２ 万

１ ,０００円を減額するものです。  

 款４衛生費、項１保健衛生費は、１ ,８７７万６ ,０００円の増額で、コロナウィ

ルスワクチン接種に係る国庫負担金等返還金として、１ ,５５０万８ ,０００円を計

上しております。令和５年度の接種体制確保事業、それから接種対策費の国庫補助

金等負担金の確定に伴い、こちら国へ返還するものでございます。  

 款８土木費、項２道路橋梁費は、２億８ ,９７１万９ ,０００円の減額になります。

このうち都市構造再編集中支援事業については、主に東原西軽井沢線の保証金と用

地購入費等の確定によるもの。それから社会資本整備交付金事業では、川原田寺沢

線の工事費や三ツ谷清万線の保証金など、こういったことの確定により減額するも

のでございます。  

 ３ページ、お願いします。  

 款１１災害復旧費では、農林施設の単独災害復旧費について、事業費総額の見通

しがついたことから１ ,９００万円を減額するものです。  

 款１４予備費は、１ ,１３９万６ ,０００円を減額しまして、歳出合計補正額３億

３ ,９８２万３ ,０００円の減額となっております。  

 議案書に戻りまして、３４８ページ、お願いいたします。  

 第２表  繰越明許費になります。  

 繰越事業につきましては、全部で２９事業、合計１０億５ ,２０９万４ ,０００円

を計上しております。いずれも年度内の完了が見込めないため、繰り越しを計上し



６１ 

たものでございます。主な事業について説明いたします。  

 まず、款２総務費、項１総務管理費のうち、庁舎管理経費駐車場整備事業

８ ,６３１万円は、整備工事について融雪剤倉庫等の建築工事によりまして、駐車

場の舗装などに遅れが生じるため、翌年度に繰り越すものでございます。  

 次に、款６農林水産業費のうち臨時農業振興給付金、農業者向け物価高騰対応給

付金事業４ ,２７０万円と、款７商工費、物価高騰対応重点支援事業、事業者向け

物価高騰対応給付金事業２ ,３３０万円は、国からの物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金、こちらを受けた事業になりまして、令和７年４月から申請を受け付

けしまして給付金を支給していくため、翌年度へ繰り越すものです。  

 続いて、款８土木費、項２道路橋梁費のうち道路除雪事業３,５６１万４,０００円、

こちらは融雪剤保管積込倉庫建設に必要な資材について、被災地等の工事に優先さ

れていて資材の供給が遅れていることから、工期内での完了ができないため、翌年

度へ繰り越すものです。  

 続きまして、社会資本整備総合交付金事業道路修繕事業、８,８４７万６,０００円

は、三ツ谷清万線。  

 次に、３４９ページに行きまして、道路橋梁費の中で都市再生整備計画事業、

３億２ ,１７５万９ ,０００円は、主に東原西軽井沢線の道路事業になりまして、そ

れぞれ用地買収や保証金などで時間を要しまして、年度内の完了が見込めないため、

こちらを繰り越すものでございます。  

 項４都市計画費は、公園管理経費雪窓公園整備事業５ ,６５９万５ ,０００円、こ

ちらは先ほどと同様に、被災地等の影響で必要な資材の供給が遅れていることから、

翌年度へ繰り越すものでございます。  

 款１０教育費、項４社会教育費、歴史的遺産・民俗文化施設ふれあい収蔵庫建設

事業６ ,６４８万２ ,０００円は、開発許可申請などに時間を要したため、全体工期

が遅れてしまったため、こちらも翌年度へ繰り越すものでございます。  

 款１１災害復旧費は、農林水産施設、それから公共土木施設ともに、８月７日の

豪雨災害の災害復旧工事につきまして、十分な工期を確保する必要があるため、翌

年度へ繰り越すものでございます。  

 ３５０ページをお願いします。  

 第３表の地方債補正になります。こちら地方債の変更になります。このうち、一
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般事業につきましては、補正後の限度額を２ ,２００万円としまして、１ ,５２０万

円の増額をするものです。こちら、しなの鉄道のＩＣカード、Ｓｕｉｃａ導入と安

全対策に係る起債の増額になっております。このほかの起債につきましては、それ

ぞれ補助対象事業費の確定と事業の完了に伴い減額するものでございます。起債の

方法、利率、それから償還の方法については変更はありません。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２８  議案第３４号  令和６年度小沼地区財産管理特別会計  

補正予算案（第２号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２８  議案第３４号  令和６年度小沼地区財産管理特別会

計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書３７２ページ、お願いいたします。  

 議案第３４号  令和６年度小沼地区財産管理特別会計補正予算案（第２号）につ

いて  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度小沼地区財産管理特別会

計補正予算案（第２号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３７４ページをお願いします。  

 令和６年度小沼地区財産管理特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９０万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７５万４ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。こちらは、令和
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７年２月１日付で小沼地区財産管理委員会の同意を得たものでございます。  

 ３７５ページ、お願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算補正になります。  

 まず、歳入になります。  

 款１財産収入、項１財産運用収入は、１ ,０００円を減額するものです。財政調

整基金の利子収入が見込みより少ないため、減額するものです。  

 項２財産売払収入２９０万８ ,０００円の減額は、当初、土地１か所の売払収入

を見込みましたが、年度内での売払いが困難であることから減額するものでござい

ます。  

 款２繰入金、項１基金繰入金は、２００万９ ,０００円を増額するものです。こ

ちら、財産の売払収入が減額したことから不足する財源について、財政調整基金か

ら繰り入れをするものです。歳入合計補正額が９０万円の減額補正になります。  

 続いて、３７６ページお願いします。  

 歳出についてです。  

 款１総務費、項１総務管理費は、９０万円を減額するものです。歳入で申し上げ

ました土地の売払いについて、年度内での売払いが困難であるため、この土地に関

する境界復元手数料、それから土地の鑑定委託料、こちらを減額するものでござい

ます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２９  議案第３５号  令和６年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２９  議案第３５号  令和６年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   議案書の３８１ページをご覧ください。  

 議案第３５号  令和６年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案
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（第５号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算（第５号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３８３ページをご覧ください。  

 令和６年度御代田町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算（第５号）は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１ ,４２９万４ ,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億４ ,３７８万５ ,０００円とす

る。  

 ２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ３８４ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入でございます。  

 款６繰入金、項１他会計繰入金、こちらは交付申請算定額の増減に伴うもので、

保険基盤安定繰入金の保険税軽減分と保険者支援分の減額及び未就学児均等割保険

税繰入金の減額と、産前産後保険税繰入金の増額などによりまして、差し引き

１４８万６ ,０００円の減額でございます。  

 款８諸収入、項３雑入、１ ,５７８万円の増額でございます。こちらは交付金額

の確定に伴いまして、普通交付金現物給付等分返還金を増額するものでございます。

歳入合計１ ,４２９万４ ,０００円の増額補正でございます。  

 続いて、３８５ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費から項３介護納付金までは財源

の変更でございます。  

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金、９ ,０００円の増額でございます。

こちらは令和５年度出産育児一時金臨時補助金の返還額の確定に伴う増額でござい
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ます。  

 款７項１予備費につきましては、１ ,４２８万５ ,０００円の増額でございます。

歳出合計１ ,４２９万４ ,０００円の増額補正です。  

 説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３０  議案第３６号  令和６年度御代田町介護保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３０  議案第３６号  令和６年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   議案書の３９１ページをご覧ください。  

 議案第３６号  令和６年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案（第

５号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計補正予算（第５号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３９３ページをご覧ください。  

 令和６年度御代田町介護保険（事業勘定）特別会計補正予算（第５号）は、次に

定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５２７万３ ,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億９ ,４１３万９ ,０００円とする。  

 ２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ３９４ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  
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 まず、歳入でございます。  

 款１保険料、項１介護保険料、６５５万９ ,０００円の増額でございます。こち

らは第１号被保険者の増加に伴うものでございます。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金、２万７ ,０００円の増額でございます。こち

らは歳出予算の保険給付費で計上しております審査支払手数料と高額医療合算介護

サービス費の増額に伴い、国庫負担金を増額するものでございます。  

 項２国庫補助金、１１万４ ,０００円の増額でございます。こちらは歳出予算の

総務費で計上しております介護保険システムを改修する電算処理委託料に対して交

付される事業費補助金の交付見込み分を増額するものでございます。補助率２分の

１でございます。  

 款５項１支払基金交付金、３万７ ,０００円の増額でございます。こちら国庫負

担金と同様に保険給付費の増額に伴い、支払基金交付金を増額するものでございま

す。  

 款６県支出金、項１県負担金、１万７ ,０００円の増額でございます。こちらも

国庫負担金と同様に保険給付費の増額に伴い、県負担金を増額するものでございま

す。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金、こちらは保険給付費で１万８ ,０００円の増額

と介護認定審査会の設置に係る佐久広域連合負担金など、１４９万９ ,０００円の

減額により、他会計繰入金を差し引き１４８万１ ,０００円減額するものでござい

ます。歳入合計、５２７万３ ,０００円の増額補正でございます。  

 続いて、３９５ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款１項１総務費、こちらは保険料基準額の改定に伴うシステム改修による総務管

理費で、２２万９ ,０００円の増額と、介護認定審査会の設置に係る佐久広域連合

負担金の確定による介護認定審査費で１６１万４ ,０００円の減額で、差し引き

１３８万５ ,０００円を減額するものでございます。  

 款２項１保険給付費、１３万８ ,０００円の増額でございます。こちらは審査支

払手数料及び高額医療合算介護サービス費について、実績を基に算出した不足見込

み分を増額するものでございます。  

 款６項１予備費につきましては、６５２万円の増額となっております。歳出合計、



６７ 

５２７万３ ,０００円の増額補正でございます。  

 説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３１  議案第３７号  令和６年度御代田町後期高齢者医療特別会計  

補正予算案（第２号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３１  議案第３７号  令和６年度御代田町後期高齢者医療

特別会計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川保健福祉課長。  

（保健福祉課長  浅川英樹君  登壇）    

○保健福祉課長（浅川英樹君）   それでは、議案書の４０２ページをご覧ください。  

 議案第３７号  令和６年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案（第

２号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度御代田町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）を、別冊のとおり提出する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ４０４ページをご覧ください。  

 令和６年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１ ,０１９万５ ,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４ ,９５５万５ ,０００円とする。  

 ２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ４０５ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 まず、歳入でございます。  

 款１項１後期高齢者医療保険料、こちらは特別徴収保険料と普通徴収保険料で増
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減はございますが、保険料の改定や被保険者の増加により、保険料全体の調定額が

増加したため、１ ,０８３万４ ,０００円を増額するものでございます。  

 款３繰入金、項１一般会計繰入金、こちらは納付額の確定による保険基盤安定繰

入金の７２万９ ,０００円の減額と、人間ドック補助金の９万円の増額に伴いまし

て、差し引き６３万９,０００円を減額するものでございます。歳入合計１,０１９万

５ ,０００円の増額補正でございます。  

 続いて、４０６ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款２項１後期高齢者医療広域連合納付金、こちらは保険基盤安定負担金の確定に

伴う７２万９ ,０００円の減額と、保険料等負担金１ ,０８３万４ ,０００円の増額

で、差し引き１ ,０１０万５ ,０００円の増額となっております。  

 款３保健事業費、項２保健事業費、９万円の増額でございます。こちらは人間ド

ック補助金で、１２月交付分までの実績を基に算出し、申請者の増加による不足見

込み分を増額するものでございます。歳出合計１ ,０１９万５ ,０００円の増額補正

でございます。  

 説明は以上でございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３２  議案第３８号  令和６年度御代田小沼水道事業会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３２  議案第３８号  令和６年度御代田小沼水道事業会計

補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林建設水道課長。  

（建設水道課長  小林  靖君  登壇）    

○建設水道課長（小林  靖君）   それでは、議案書４１１ページをご覧ください。  

 議案第３８号  令和６年度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第５号）につい

て  

 地方公営企業法第６条及び地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年

度御代田小沼水道事業会計補正予算（第５号）を、別冊のとおり提出します。  
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令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ４１３ページをご覧ください。  

 令和６年度御代田小沼水道事業会計補正予算（第５号）。  

 第１条  令和６年度御代田小沼水道事業会計補正予算（第５号）は、次に定める

ところによる。  

 （資本的支出の補正）  

 第２条  予算第４条中に定めた資本的支出の予算額を次のとおり補正する。  

 資本的支出につきましては、第７１款資本的支出、第１項建設改良費２３４万円

の減額をお願いいたします。  

 こちらは西軽井沢地区、一里塚地区、馬瀬口地区の配水管布設替工事の工事費の

確定及び水道車の購入事業を令和７年度までの債務負担事業としたことによる減額、

この増減によりまして合計で２３４万円の減額をお願いするものでございます。  

 したがいまして、資本的支出の総額が２３４万円減額しまして、２億７ ,５７６万

９ ,０００円となります。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３３  議案第３９号  令和６年度御代田町下水道事業会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３３  議案第３９号  令和６年度御代田町下水道事業会計

補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林建設水道課長。  

（建設水道課長  小林  靖君  登壇）    

○建設水道課長（小林  靖君）   議案書４１６ページをご覧ください。  

 議案第３９号  令和６年度御代田町下水道事業会計補正予算案（第５号）につい

て  

 地方公営企業法第６条及び地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年

度御代田町下水道事業会計補正予算（第５号）を、別冊のとおり提出します。  
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令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ４１８ページをご覧ください。  

 （総則）  

 第１条  令和６年度御代田町下水道事業会計補正予算（第５号）は、次に定める

ところによる。  

 （収益的収入及び支出の補正）  

 第２条  令和６年度御代田町下水道事業会計予算、第３条中に定めた収益的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

 収入につきまして、第１款下水道事業収益、第２項営業外収益、３ ,９６０万円

の増額は、固定資産取得の財源となった国庫補助金及び一般会計繰入金の長期前受

金の確定による増額をお願いするものでございます。下水道事業収益の合計が、総

額で６億４ ,５９８万３ ,０００円となります。  

 支出につきましては、第１款下水道事業費用、第１項営業費用 ２ ,２６７万

５ ,０００円の増額は、固定資産の減価償却費の確定及び固定資産の減耗費の確定

による増額をお願いするものでございます。下水道事業費用の合計が、６億

２ ,８０８万２ ,０００円となります。  

 続いて、資本的収入の補正でございます。  

 第３条  予算第４条中に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。  

 収入につきましては、第１款資本的収入、第１項企業債９ ,６００万円の増額は、

資本費平準化債の拡充による発行可能額が増額になったためのものでございます。

こちらは、交付税措置率５０％でございます。資本的収入の総額が８億８ ,０４２万

１ ,０００円となります。  

 続いて、４１９ページをご覧ください。  

 （企業債の補正）  

 第４条  予算第６条で定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。起債の目的、

資本費平準化、限度額、補正前の額が１億６ ,０００万円、補正額が９ ,６００万円、

補正後の額が２億５ ,６００万円です。起債の方法、利率、償還の方法に変更はご

ざいません。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  
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○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３４  報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社事業計画  

及び予算の報告について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３４  報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社事業

計画及び予算の報告についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀企画財政課長。  

（企画財政課長  内堀岳夫君  登壇）    

○企画財政課長（内堀岳夫君）   議案書４２６ページをご覧ください。  

 報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告について  

 令和７年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算を、令和７年２月１４日御代

田町土地開発公社理事会において決定し提出されたので、地方自治法第２４３条の

３第２項により、別紙のとおり報告する。  

令和７年２月２８日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ４２８ページ、お願いいたします。  

 令和７年度御代田町土地開発公社事業計画です。  

 令和７年度の御代田町土地開発公社の事業計画を次のとおりとする。  

 令和７年度の事業計画としましては、御代田町土地開発公社が所有しているやま

ゆり工業団地の売却に向けて、土地の所有を整理していくことを予定しております。

今後の売却を進めていくに当たりまして、工業団地内に残っている御代田町所有の

土地を土地開発公社に移行し、隣接する公衆道路内に残っている土地開発公社所有

の土地を御代田町所有に変更するため、土地の購入と交換を事業計画に示しており

ます。  

 それでは、１、用地購入計画になります。  

 用地名はやまゆり工業団地内の水路用地として２か所を計画しております。まず

１つ目が、購入予定面積９５ .９７ｍ ２。購入予定金額が６６万３ ,０５７円です。

もう１か所が、面積が１３１ .１１ｍ ２。予定金額が９０万５ ,８３９円です。こち

らは御代田町が所有している水路用地を公社で購入していくものです。  
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 次に、２番の用地交換計画です。  

 まず１つ目が用地名、やまゆり工業団地外周公衆道路です。譲渡予定面積が

１９７ .９９ｍ ２です。こちら現在、土地開発公社が所有していますが、現状で公

衆道路として使用されているため御代田町とするものでございます。  

 次のやまゆり工業団地内水路、１１２ .２６ｍ ２。それからやまゆり工業団地内

雑種地、面積が７９ .５２ｍ ２。こちらは御代田町が所有していますが、工業団地

として使用しているため、こちらを公社とするものでございます。  

 ４２９ページ、お願いします。  

 令和７年度御代田町土地開発公社当初予算になります。  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田町土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。  

 （収益的収入及び支出）  

 第２条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入になります。  

 第２款事業外収入は１ ,０００円です。こちら、預金の利子になります。  

 次に、支出になります。  

 第１款事業原価は２５２万６ ,０００円です。こちら、やまゆり工業団地の境界

復元や敷地内水路の購入費等になります。  

 第２款販売費及び一般管理費は１８万３ ,０００円です。こちらは法人町県民税、

それから役員報酬などを計上してございます。支出合計が２７０万９ ,０００円で、

収益的収入支出の差し引き額については、マイナス２７０万８ ,０００円となって

おります。  

 次に４３０ページ、お願いします。  

 資本的収入及び支出については、こちらはありません。  

 次の４３１ページから４３４ページにつきましては、ただいま説明しました事業

計画の明細になります。  

 その後の４３５ページから４３７ページは、それぞれ予定のキャッシュ・フロー

計算書、それから損益計算書、対借対償表、４３８ページからは附属明細書となっ

ておりますので、こちらは後ほどご確認をお願いいたします。  

 以上のとおり報告いたします。  



７３ 

○議長（荻原謙一君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午後  ３時２８分  


